
 

平成 26 年 12 月 24 日 

 

 

「ディスクロージャー誌（2011）」の一部訂正について 
 

「ディスクロージャー誌（2011）」の記載に一部訂正がありましたので、お詫びするとともに下記のとおり

訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、下線で表示しております。 

 

記 

【訂正箇所】 

● 事業の概況 

28 ページ 「事業の経過および成果Ⅲ損益状況」 

 訂正前 訂正後 

国内基準に基づく自己資本比率 23.63％ 23.35％ 

 

  29 ページ 「主要な経営指標の推移」 

  自己資本比率 

 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 平成 22年 3月期 平成 23年 3月期 

訂正前 13.22％ 9.80％ 17.51％ 19.88％ 23.63％ 

訂正後 13.19％ 9.75％ 17.32％ 19.10％ 23.35％ 

 

●自己資本の充実の状況 

  55 ページ 「自己資本の構成に関する事項」 
                                           （単位：百万円） 

 

リスク・アセット等 

訂正前 訂正後 

平成 22年 3月末 平成 23年 3月末 平成 22 年 3 月末 平成23年3月末 

 資産（オン・バランス）項目 95,742 89,057 95,742 89,057 

 オフ・バランス取引項目 690 681 4,822 1,795 

 オペレーショナル・リスク相当額

を 8％で除して得た額 

3,743 3,677 3,743 3,677 

リスク・アセット等合計 100,176 93,415 104,308 94,530 

自己資本比率（国内基準） 19.88％ 23.63％ 19.10％ 23.35％ 

   

  56 ページ 「自己資本の充実度に関する事項」 

○ 信用リスクに対する所要自己資本の額 
                                  （単位：百万円） 

 訂正前  訂正後  

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

貸出金  1 ,917 1,935 1,917 1,935 

有価証券  1 ,743 1,584 1,743 1,584 



その他  196 69 361 114 

合計  3 ,857 3,589 4,022 3,634 

 

○ 単体自己資本比率および単体基本的項目比率 
                                 （単位：百万円） 

 訂正前  訂正後  

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

単体自己資本比率  19.88％  23.63％  19.10% 23.35% 

単体基本的項目比率  19.79％  23.79％  19.01% 23.51% 

 

○ 単体総所要自己資本額 
                                  （単位：百万円） 

 訂正前  訂正後  

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

単体総所要自己資本額 4,007 3,736 4,172 3,781 

 

  57～59 ページ 「信用リスクに関する事項」 

○ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高（地域別、業種別、残存期間別） 

（証券化エクスポージャーを除く） 

平成 22 年 3 月末 

（訂正前）                                  （単位：百万円） 

平成 22 年 3 月末 合計 貸出金 有価証券 コミットメント等 その他 

（地域別・業種別）      

金融・保険業 66,385 12,824 35,494 2,010 16,057 

国内合計 1,620,428 260,669 1,339,365 2,543 17,850 

（残存期間別）      

1 年以内 1,379,358 193,856 1,170,410 62 15,027 

合計 1,620,428 260,669 1,339,365 2,543 17,850 

 

（訂正後）                                  （単位：百万円） 

平成 22 年 3 月末 合計 貸出金 有価証券 コミットメント等 その他 

（地域別・業種別）      

金融・保険業 316,154 12,824 35,494 251,779 16,057 

国内合計 1,870,197 260,669 1,339,365 252,312 17,850 

（残存期間別）      

1 年以内 1,629,127 193,856 1,170,410 249,831 15,027 

合計 1,870,197 260,669 1,339,365 252,312 17,850 

 

 

 

 



 

平成 23 年 3 月末 

（訂正前）                                  （単位：百万円） 

平成 23 年 3 月末 合計 貸出金 有価証券 コミットメント等 その他 

（地域別・業種別）      

金融・保険業 168,691 13,512 58,511 23,797 72,869 

国内合計 1,867,076 211,373 1,530,015 24,327 101,360 

（残存期間別）      

1 年以内 1,503,888 135,803 1,273,010 22,693 72,381 

合計 1,867,076 211,373 1,530,015 24,327 101,360 

 

（訂正後）                                  （単位：百万円） 

平成 23 年 3 月末 合計 貸出金 有価証券 コミットメント等 その他 

（地域別・業種別）      

金融・保険業 591,822 13,512 58,511 248,090 271,708 

国内合計 2,290,207 211,373 1,530,015 248,620 300,198 

（残存期間別）      

1 年以内 1,927,020 135,803 1,273,010 246,986 271,220 

合計 2,290,207 211,373 1,530,015 248,620 300,198 

   

○ 標準的手法が適用されるエクスポージャーの状況 

リスク・ウェイトの区分別信用リスク削減効果勘案後の残高（証券化エクスポージャーを除く） 

   （訂正前）                                        （単位：百万円） 

 訂正前  訂正後  

平成 22 年 3 月末  平成 23 年 3 月末  平成 22 年 3 月末  平成 23 年 3 月末  

格付  

あり  

格付  

なし  

格付  

あり  

格付  

なし  

格付  

あり  

格付  

なし  

格付  

あり  

格付  

なし  

0％  －  1 ,433,766  －  1 ,670,074  － 1 ,433,766  －  1 ,577,048  

20％  35 ,732  32,704  46,016  30,974  35,732  53,364  46,016  36,547  

  

59 ページ 「信用リスク削減手法に関する事項」 

○ 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 
                                         （単位：百万円） 

 訂正前 訂正後 

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

適格金融資産担保 1,347 － 230,456 510,585 
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 ご あ い さ つ   
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❐ ごあいさつ 

皆 様 に は 、 平 素 よ り 、 日 証 金 信 託 銀 行 株 式 会 社 を お 引 き 立 て い た だ き ま

し て 、 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。  

当 社 は 、平 成 10 年 11 月 に 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 の 全 額 出 資 に よ り 設 立

さ れ 、 同 年 12 月 よ り 営 業 致 し て き て お り ま す 。  

さ て 、 平 成 23 年 3 月 期 決 算 に つ き ま し て は 、 主 に 市 場 金 利 の 低 下 に 伴

う 運 用 利 回 り の 低 下 か ら 資 金 運 用 収 益 が 減 少 し た こ と に よ り 、 経 常 利 益 は

前 期 に 比 べ 減 少 し た も の の 、11 億 16 百 万 円 の 利 益 を 計 上 し ま し た 。ま た 、

貸 出 金 に 係 る 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 を 特 別 利 益 に 計 上 し た こ と か ら 、 当 期 純 利

益 は 23 億 91 百 万 円 と な り ま し た 。  

今 後 に つ き ま し て も 、 証 券 界 に 貢 献 す る こ と を 旨 と す る 日 本 証 券 金 融 グ

ル ー プ の 信 託 銀 行 と し て 、質 の 高 い サ ー ビ ス の 提 供 に よ り 顧 客 分 別 金 信 託 、

外 国 為 替 証 拠 金 信 託 お よ び 有 価 証 券 信 託 の 受 託 残 高 伸 長 を 図 っ て い く と と

も に 、 銀 行 業 務 に お き ま し て は 、 引 き 続 き 安 全 資 産 へ の 運 用 に 重 点 を お い

た 運 営 を 行 な い つ つ 、 当 社 の 経 営 体 力 の 範 囲 で 適 切 な 金 融 仲 介 機 能 を 発 揮

す る よ う 努 力 し て ま い り ま す 。  

ま た 、 銀 行 と し て 求 め ら れ る 社 会 的 責 任 を 果 た す べ く 、 コ ン プ ラ イ ア ン

ス 態 勢 や 顧 客 保 護 等 管 理 態 勢 の 充 実 に も 心 が け て い く 所 存 で ご ざ い ま す 。  

今 後 と も 格 別 の ご 指 導 、 ご 支 援 を 賜 り ま す よ う 心 か ら お 願 い 申 し 上 げ ま

す 。  

 

平 成 23 年 7 月  

日 証 金 信 託 銀 行 株 式 会 社  
取 締 役 社 長  古 舘  直 人  



 日 証 金 信 託 銀 行 の 概 要   
 

❐ 日証金信託銀行の概要 

名  称  日 証 金 信 託 銀 行 株 式 会 社  

英 文 名 称  JSF Trust and Banking Co., Ltd.  

設  立  1998（ 平 成 10） 年 11 月 17 日  

所 在 地  〒 103-0025 

  東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 一 丁 目 2 番 4 号  

  TEL 03-5642-3070（ 代 表 ）  

  FAX 03-5642-3063 

資 本 金    140 億 円  

発 行 済 株 式 数   40 万 株  

株  主  日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 （ 保 有 割 合 ： 100%）  

役  員  取 締 役 社 長 （ 代 表 ）  古 舘 直 人      

  常 務 取 締 役 （ 代 表 ）  浜 田 雅 行      

  常 務 取 締 役         清 野 政 己      

  取 締 役        村 澤 輝 郎      

  常 勤 監 査 役        吉 田 幸 隆       

  監 査 役        高 橋 捷 宣       

  監 査 役        大 坪 健 雄       

  （ 平 成 23 年 6 月 27 日 現 在 ）  
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■  経営の組織  

当 社 は 、 次 頁 の 組 織 図 の と お り 、 株 主 総 会 を 最 高 の 意 思 決 定 機 関 と し 、

8 つ の 部 室 に よ り 業 務 の 運 営 ・ 遂 行 お よ び 相 互 牽 制 を 行 う 体 制 と な っ て お

り ま す 。  



 日 証 金 信 託 銀 行 の 概 要   
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 経 営 方 針   
 

❐ 経営方針 

■  経営理念  

当 社 は 、 経 営 理 念 と し て 以 下 の 4 点 を 掲 げ ､こ れ ら を 達 成 す る た め に 、  

適 正 な 業 務 運 営 を 確 保 す る と と も に 内 部 統 制 の 構 築 を 進 め て ま い り ま す ｡ 

 良 質 な 金 融・信 託 サ ー ビ ス を 提 供 し 、お 客 さ ま か ら 信 頼 さ れ る 信 託

銀 行 と な る こ と を 目 指 し て ま い り ま す 。  

 信 託 銀 行 と し て の 社 会 的 責 任 と 公 共 的 使 命 を 常 に 認 識 し 、法 令 や ル

ー ル を 厳 格 に 遵 守 す る と と も に 、公 明 正 大 で 透 明 性 の 高 い 経 営 の 確

立 を 図 っ て ま い り ま す 。  

 収 益 基 盤 の 強 化 と 適 切 な リ ス ク 管 理 態 勢 の 構 築 に よ り 、健 全 な 業 務

運 営 を 図 っ て ま い り ま す 。  

 日 証 金 グ ル ー プ の 信 託 銀 行 と し て 、グ ル ー プ 各 社 と の 連 携 を 強 化 し 、

証 券 市 場 の 発 展 に 貢 献 し て ま い り ま す 。  

 

■  当社の主要な業務の内容  

当 社 は 日 証 金 グ ル ー プ の 信 託 銀 行 と し て の 金 融 ・ 証 券 業 務 に 関 す る ノ ウ

ハ ウ を 十 分 に 活 か し つ つ 、 質 の 高 い サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と を 目 指 し て お

り ま す 。  

当 社 の 主 要 な 業 務 内 容 は 以 下 の と お り で す 。  

I  信託業務  

1. 有価証券の信託  
有価証券を保有する金融機関および一般事業法人を中心としたお客さまに対し、

有価証券の管理信託・運用信託を提供しております。お客さまの株式等の管理・保

管に係る事務の省力化、コスト削減、ならびに貸株運用による運用パフォーマンス

の向上にご利用いただいております。  

 4

2. 顧客分別金の信託（金銭信託以外の金銭の信託）  
金 融 商 品 取 引 法 に よ り 証 券 会 社 に は 顧 客 資 産 の 分 別 管 理 が 義 務 付 け ら れ て お り

ます。当社は、日証金グループの信託銀行として証券市場に貢献するとの経営理念

に基づき、創業以来、本業務に注力してまいりました。適切な管理ときめ細かなサ

ービスに努め、109 社（平成 23 年 3 月末現在）の証券会社の皆様にご利用いただい

ております。  
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3. 外為証拠金信託（金銭信託）  
金融商品取引法により、外為証拠金取引業者には顧客資産の分別管理が義務付け

られております。当社は顧客分別金信託で培ったノウハウを活かした安全性の高い

スキームにて証拠金の信託保全ニーズにお応えし、 42 社（平成 23 年 3 月末現在）

の外為証拠金取引業者の皆様にご利用いただいております。また、商品 CFD などの

比較的新しい商品に関する保全についても、同様のスキームを提供しております。 

 

I I  銀行業務  

1. 貸出等与信業務  
入札方式による中央政府向けの貸出のほか、シンジケート・ローン等を中心とし

た一般事業法人向けの貸付を行っております。また、市場に関わる資金ニーズ等に

お応えする証券会社向けの貸付も行っております。  

2. 預金および資金証券業務  
当 社 の 資 金 調 達 に つ き ま し て は 、 コ ー ル 取 引 を は じ め と す る 短 期 金 融 市 場 に お け

る 調 達 が 太 宗 を 占 め て お り ま す 。 ま た 、 資 金 運 用 に つ き ま し て は 、 国 債 、 政 府 保 証

債 、 地 方 債 、 公 社 公 団 債 な ど の 安 全 性 ・ 流 動 性 の 高 い 商 品 を 対 象 と し 、 運 用 し て お

り ま す 。  

 

■  当面の営業方針  

I  信託業務部門  
顧客分別金信託、外為証拠金信託および有価証券信託について引続き受託残高の

伸長に努力して行くとともに、顧客資産の分別管理の義務化が開始された証券 CFD

他、 CFD 証拠金信託につきましても、同信託拡大の好機と捉え、積極的な営業を行

ってまいります。  

市場環境の変化や制度改正等に迅速かつ適切に対応し、お客さまに安心してご利

用いただけるよう、質の高いサービスおよび信託商品の提供を続けてまいります。 

I I  営業部門  
シンジケート・ローン等による市場型間接金融に注力し、高格付先等への貸付に

よる優良資産を中心とした貸出ポートフォリオへの変換を図ってまいります。また、

貸付残高につきましては、収益の動向を勘案しつつ残高を漸減させていくことを基

本方針としております。  

I I I  資金証券部門  
ALM 金利シナリオに沿って、中短期の国債、政府保証債、地方債、公社公団債な

どを中心とした安全性・流動性の高い商品へ投資することにより、安定的な収益を

確保してまいります。  
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■  内部統制の基本方針  

当 社 は 、 以 下 の と お り 「 内 部 統 制 の 基 本 方 針 」 を 定 め て お り ま す 。  

I  総則  

1. 本基本方針における内部統制  
本基本方針において内部統制とは、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性確

保、法令・定款等の遵守を目的とし、当社の役職員によって実践させるべき規程、

プロセスおよびそれを含むシステム全体を総称します。  

2. 全社的な内部統制の整備  

①  取 締 役 会 は 、 内 部 統 制 の 実 施 状 況 に つ い て 定 期 的 に 報 告 を 受 け 、 適 宜 、 本 基 本 方

針 の 見 直 し を 行 っ て ま い り ま す 。  

②  取 締 役 社 長 は 、 本 基 本 方 針 に 基 づ く 内 部 統 制 の 整 備 お よ び 運 営 に 責 任 を 負 い 、 内

部 統 制 の 実 践 の 重 要 性 を 役 職 員 に 周 知 徹 底 い た し ま す 。  

③  コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 は 、 各 室 部 長 を 委 員 と し 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 内

部 統 制 を 整 備 い た し ま す 。 本 委 員 会 の 委 員 長 は 取 締 役 社 長 が 指 名 し 、 コ ン プ ラ イ

ア ン ス の 遵 守 状 況 等 に 関 し 定 期 的 に 取 締 役 会 に 報 告 い た し ま す 。  

④  業 務 監 査 室 は 、 内 部 統 制 の 有 効 性 を 確 認 す る た め に 、 内 部 管 理 態 勢 等 の 適 切 性 ・

有 効 性 を 検 証 し 、 取 締 役 会 へ 報 告 い た し ま す 。  
 

I I  取締役の職務の執行に係る体制  
取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 わ れ る こ と を 確 保 す る た め の 体 制 お よ び 取 締

役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

1. 職務の効率性を確保するための体制  

①  職 務 の 効 率 性 管 理 の 原 則  

( i )  全社的な営業計画を定め、これに基づく各室部の収益計画および事業計画を

策定し、同時に各室部への効率的な経営資源の配賦を行います。  

( i i )  収益計画の進捗および事業計画の達成状況については、適切な管理会計の下

で合理的な評価を行い、月次または四半期ごとにレビューを行います。  

( i i i )  上記レビューに基づき、必要に応じ業務遂行体制の改善および目標の修正を

行います。  

②  職 務 の 効 率 性 管 理 の 体 制  

( i )  定例取締役会を原則月 1 回開催し、経営目標 ･予算の策定および経営に関する

重要事項を決定します。また、定期的に実績管理を行うほか取締役の業務執

行状況の監督等を行います。  

( i i )  経営会議は、常勤取締役を構成員とし、取締役会から委譲された権限の範囲

内で当社業務の執行について協議・意思決定を行います。  

2. 情報の保存および管理のための体制  

 6

①  取 締 役 の 職 務 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 ・ 管 理 の 体 制  
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( i )  取締役の職務執行に係る意思決定の内容およびプロセスは、各種会議体の議

事録または禀議規程に基づく禀議書により記録いたします。  

( i i )  文書保存規則に基づき以下の文書を保存し、取締役、監査役および会計監査

人等が求めた場合は、速やかに閲覧できるよう管理いたします。  

・  株主総会議事録、取締役会議事録および監査役会議事録  

・  経営会議およびこれに付属する各種委員会の議事録  

・  禀議書  

・  その他文書保存規則に定める文書  

②  社 内 情 報 の 保 存 ･管 理 の 体 制  

( i )  情報管理規程および内部者取引管理規程に基づき、役職員が業務上知り得た

情報について機密保護を図ります。  

( i i )  個人情報保護規程に基づき、事務管理委員会事務局は、個人情報の適正管理

および適切な保護を行います。  
 

I I I  法令遵守の管理  
取 締 役 お よ び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 お よ び 定 款 に 適 合 す る こ と を 確 保 す る

ための体制  

1. コンプライアンス体制の整備  

①  役 職 員 に コ ン プ ラ イ ア ン ス に 係 る 基 本 方 針 お よ び 役 職 員 の 行 動 規 範 を 周 知 さ せ 、

さ ら に 、 取 締 役 社 長 が コ ン プ ラ イ ア ン ス 重 視 の 方 針 を 伝 達 す る こ と に よ り 、 コ ン

プ ラ イ ア ン ス が 企 業 活 動 の 前 提 で あ る こ と を 徹 底 し て お り ま す 。  

②  役 職 員 が コ ン プ ラ イ ア ン ス に 抵 触 す る 行 為 ま た は そ の お そ れ が あ る と 思 わ れ る 行

為 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 へ 報 告 す る こ と と し て お

り ま す 。 報 告 ・ 通 報 を 受 け た 場 合 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 は 、 公 益 通 報 者 保 護

規 程 に 基 づ き 、 通 報 者 の 保 護 を 図 る と 共 に 、 そ の 内 容 を 調 査 し 、 再 発 防 止 策 お よ

び 処 分 の 要 否 等 の 措 置 を 取 り ま と め 、 取 締 役 社 長 ま た は 取 締 役 会 へ 報 告 す る 体 制

を 整 え て お り ま す 。  

③  当 社 お よ び 親 会 社 の 業 務 に お い て 、 お 客 様 の 利 益 が 不 当 に 害 さ れ る こ と の な い よ

う 、 利 益 相 反 管 理 方 針 を 定 め て 公 表 す る と と も に 、 利 益 相 反 管 理 規 程 を 制 定 し 、

利 益 相 反 お よ び お 客 様 に 関 す る 非 公 開 情 報 の 適 切 な 管 理 体 制 を 整 え て お り ま す 。  

④  市 民 社 会 の 秩 序 や 安 全 に 脅 威 を 与 え 健 全 な 経 済 ・ 社 会 の 発 展 を 妨 げ る 反 社 会 的 勢

力 と の 関 係 を 遮 断 す る た め 、 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 け た 基 本 方 針 を 定 め 、 コ ン プ

ラ イ ア ン ス 委 員 会 委 員 長 を 中 心 に 全 社 的 な 対 応 を 行 な っ て お り ま す 。  

2. モニタリング  

①  各 室 部 長 は 、 各 室 部 に お け る コ ン プ ラ イ ア ン ス の 状 況 に つ い て 、 定 期 的 に 検 証 を

行 い ま す 。  

②  業 務 監 査 室 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 体 制 の 運 用 状 況 に つ い て 、 監 査 を 実 施 し 問 題 点

の 把 握 に 努 め て お り ま す 。  

3. 教育・研修  
コンプライアンス委員会は、関係法令の改正等に関する情報を把握し、役職員へ

の教育・研修を企画・立案し実施いたします。  
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IV リスク管理体制  
損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

1. 当社の管理すべきリスク  
当社は、業務執行に係るリスクとして、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、

事務リスク、システムリスク、法務リスク、有形資産リスク、人的リスクおよびレ

ピュテーショナルリスクを管理いたします。  

2. リスク管理体制の整備  
取締役会において、上記リスクファクターに応じて管理部署および統括管理部署

を明定し、リスク管理の基本方針および管理・運営基準を定め、リスク管理体制を

構築しております。  

 

V 監査役による監査の実効性確保  
監査役の職務を補助すべき使用人ならびに独立性の確保、監査役への報告体制お

よび監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

1. 監査役の職務を補助する使用人ならびに独立性の確保  

①  当 社 は 、 組 織 規 程 に お い て 監 査 役 会 の 担 当 部 署 を 総 務 部 総 務 課 と い た し ま す 。  

②  監 査 役 は 、 使 用 人 を 監 査 補 助 業 務 に 従 事 さ せ る こ と が で き る も の と し 、 当 該 使 用

人 は 、 監 査 役 よ り 監 査 業 務 に 必 要 な 命 令 を 受 け た 場 合 、 そ の 命 令 に 関 し て 、 取 締

役 お よ び 所 属 室 部 長 の 指 揮 命 令 を 受 け ま せ ん 。 ま た 、 当 該 使 用 人 の 人 事 事 項 に つ

い て は 監 査 役 会 の 意 見 を 尊 重 し て お り ま す 。  

2. 監査役への報告体制および監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制  

①  監 査 役 は 、 取 締 役 会 の ほ か 必 要 に 応 じ て 経 営 会 議 等 に 出 席 し 、 重 要 な 事 項 に つ い

て 報 告 を 受 け て お り ま す 。  

②  監 査 役 は 、 業 務 監 査 の 実 施 状 況 お よ び 財 務 管 理 の 状 況 等 に つ い て 、 取 締 役 ま た は

使 用 人 か ら 定 期 的 に 報 告 を 受 け て お り ま す 。  

③  監 査 役 は 、 業 務 遂 行 状 況 に 関 し て 必 要 に 応 じ 取 締 役 ま た は 使 用 人 に そ の 説 明 を 求

め て お り ま す 。  

④  全 て の 禀 議 書 お よ び そ の 他 の 重 要 文 書 に つ い て は 、 常 勤 監 査 役 に 回 付 し 、 閲 覧 に

供 し て お り ま す 。  
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VI 企業集団の内部統制確保のための体制  
企業集団における業務の適正を確保するための体制  

親 会 社 の 代 表 取 締 役 お よ び 関 係 会 社 担 当 役 員 と 定 期 的 に 情 報 交 換 を 行 う こ と と

し、コンプライアンス上の課題およびグループ全体の連携に係る課題等を把握して

おります。  
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■  コンプライアンスに係る基本方針  

当 社 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス を 重 ん じ た 経 営 を 実 現 す る た め 、 コ ン プ ラ イ

ア ン ス に 係 る 基 本 方 針 を 以 下 の と お り 定 め て お り ま す 。  

コ ン プ ラ イ ア ン ス に 係 る 基 本 方 針 

 銀 行 の も つ 重 い 社 会 的 責 任 と 公 共 的 使 命 を 常 に 認 識 し 、健 全 か つ 適

切 な 業 務 運 営 を 通 じ て 揺 る ぎ な い 信 頼 の 確 立 を 図 る 。  

 そ の た め に 、役 職 員 そ れ ぞ れ が 、信 頼 の 確 立 に は た ゆ ま な い 努 力

と 多 大 な 時 間 を 要 す る 一 方 、信 頼 の 毀 損 は 容 易 く そ の 回 復 に は お よ

そ 計 り 難 い 困 難 が 伴 う こ と を 銘 記 す る 。  

 リ ス ク 管 理 の 重 要 性 を 踏 ま え つ つ 、常 に 創 意・工 夫 を 活 か し た 質 の

高 い サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と に よ り 経 済 ・ 社 会 の 発 展 に 寄 与 す る 。 

 そ の た め に 、絶 え ず 顧 客 の ニ ー ズ を 積 極 的 か つ 的 確 に 把 握 す る よ

う 努 め る と と も に 提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て 説 明 を 尽 く す

姿 勢 を 堅 持 す る 。  

 あ ら ゆ る 法 令 や ル ー ル を よ く 理 解 し 遵 守 す る こ と は も と よ り 、社 会

的 規 範 に も と る こ と の な い 誠 実 か つ 公 正 な 企 業 活 動 を 実 践 す る 。  

 そ の た め に 、高 い 自 己 規 律 と 組 織 内 の 円 滑 な 意 思 疎 通 を 保 ち 、透

明 で 適 正 な 意 思 決 定 を 行 う 。  

 適 時・適 切 か つ 公 正 な 経 営 情 報 等 の 開 示 に よ り 積 極 的 に 社 会 と の コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 り 、 深 い 理 解 と 高 い 信 頼 の 獲 得 に 努 め る 。  

 そ の た め に 、寄 せ ら れ た 意 見 は 真 摯 に 受 け 止 め 、積 極 的 か つ 適 切

に 対 応 す る こ と を 心 掛 け る 。  
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■  顧客保護等管理態勢  

当 社 で は 、 顧 客 保 護 等 管 理 態 勢 を 整 備 、 確 立 し 、 預 金 者 等 を 含 め た お 客

さ ま の 保 護 お よ び 利 便 性 の 向 上 を は か る と と も に 、 当 社 の 業 務 の 健 全 性 お

よ び 適 切 性 を 確 保 し て い く こ と を 目 的 と し て 「 顧 客 保 護 等 管 理 に 関 す る 方

針 」 を 策 定 し 、 顧 客 保 護 等 管 理 態 勢 の 充 実 を 図 っ て お り ま す 。  

顧客保護等管理に関する基本方針（概要） 

 お 客 さ ま と の 取 引 に 際 し ま し て は 、法 令 等 に 従 い 、す べ て の 取 引 ま

た は 商 品 に つ い て 適 切 な 説 明 お よ び 情 報 提 供 を 行 い ま す 。  

 お 客 さ ま か ら の ご 意 見 や 苦 情 等 に は 、公 正・迅 速・誠 実 に 対 応 す る

よ う 努 め ま す 。  

 お 客 さ ま に 関 す る 情 報 は 、法 令 等 に 従 い 、適 正 か つ 適 法 な 手 段 で 取

得 す る と と も に 、お 客 さ ま 情 報 の 正 確 性 の 保 持 お よ び 情 報 の 流 出 ・

損 失 や 不 正 ア ク セ ス 等 の 防 止 に 必 要 か つ 適 切 な 措 置 の 実 施 に 努 め

ま す 。  

 お 客 さ ま と の 取 引 に 関 連 し て 、当 社 の 業 務 を 外 部 に 委 託 す る 場 合 に

は 、お 客 さ ま 情 報 を 保 護 す る た め に 委 託 先 を 厳 格 に 管 理 し 、お 客 さ

ま へ の 対 応 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 努 め ま す 。  
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 金 融 機 関 ま た は グ ル ー プ 関 連 会 社 に よ る 取 引 に 伴 い お 客 様 の 利 益

が 不 当 に 害 さ れ る こ と の な い よ う 利 益 相 反 の 管 理 が 適 切 に 行 な わ

れ る よ う 努 め ま す 。  
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■  利益相反管理方針  

当 社 は 、 当 社 ま た は 日 証 金 グ ル ー プ 会 社 に お い て 、 お 客 さ ま の 利 益 が 不

当 に 害 さ れ る こ と の な い よ う 利 益 相 反 管 理 体 制 を 構 築 す る た め 、 法 令 等 に

従 い 、 利 益 相 反 管 理 方 針 （ 以 下 「 本 方 針 」 と い い ま す 。 ） を 策 定 し 、 そ の

内 容 を 公 表 い た し ま す 。  

I  法令等の遵守  
当社は、当社または日証金グループ会社の業務とお客さまの間、ならびに、当社

または日証金グループ会社のお客さま相互間の取引に関し、当社のお客さまの利益

が不当に害されることのないよう、法令等および本方針に従い必要な措置を講じ、

適切に業務を遂行いたします。  

I I  利益相反管理の対象となる会社の範囲  
利 益 相 反 管 理 の 対 象 と な る 日 証 金 グ ル ー プ 会 社 は 、 以 下 に 掲 げ る 会 社 で す 。  

•  日 本 証 券 金 融 株 式 会 社  

I I I  利益相反管理の対象となる取引の特定方法  

1. 対象取引  
「利益相反」とは、当社または日証金グループ会社とお客さまの間、ならびに、

当社または日証金グループ会社のお客さま相互間の取引において、当社のお客さま

の利益が不当に害される状況をいいます。  

 当社では、こうした利益相反のおそれのある取引（以下「対象取引」といいます。）

について管理いたします。  

2. お客さま  
「お客さま」とは、当社が行う銀行法第 13 条の 3 の 2 の「銀行業務」および金

融商品取引法第 36 条第 2 項の「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係の

あるお客さま、②当社と取引に関し交渉が行われているなど取引関係に入る可能性

があるお客さま、③過去に取引を行ったお客さまのうち現在も法的に過去の取引関

係について権限を有しているお客さまをいいます。  

3. 類型  
ある取引が対象取引に該当するか否かについては、個別具体的な事情により決ま

るものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性

があります。  

 お 客 さ ま と 当 社 ま た は  
日 証 金 グ ル ー プ 会 社  

お 客 さ ま と 当 社 ま た は  
日 証 金 グ ル ー プ 会 社 の 他 の お 客 さ ま

利 益 対 立 型
お客さまと当社または日証金グループ会社の

利害が対立する取引 
お客さまと当社または日証金グループ会社の他の

お客さまとの利害が対立する取引 

競 合 取 引 型
お客さまと当社または日証金グループ会社が

同一の対象に対して競合する取引 
お客さまと当社または日証金グループ会社の他の

お客さまとが競合する取引 

情 報 利 用 型
当社がお客さまとの関係を通じて入手した情

報を利用して当社または日証金グループ会社

が不当に利益を得る取引 

当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を

利用して当社または日証金グループ会社の他のお

客さまが不当に利益を得る取引 
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4. 具体例  
当 社 ま た は 日 証 金 グ ル ー プ 会 社 の 業 務 に 関 す る お 客 さ ま の 利 益 を 不 当 に 害 す る

おそれのある「対象取引」としては、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引

が考えられます。  

以 下 で は 、 取 引 例 と そ れ に 対 応 す る 管 理 方 法 を 記 載 い た し ま す 。  

•  敵 対 的 買 収 事 案 の よ う な 競 合 関 係 ま た は 対 立 関 係 に あ る 複 数 の お 客 さ

ま に 対 し 、 融 資 を 行 う 場 合  

〔 管 理 方 法 〕  

•  ⅰ お 客 さ ま へ の 事 実 の 開 示 、ⅱ 取 引 の 中 止 、ⅲ そ の 他 の 方 法（ な お 、開

示 に つ き ま し て は 、お 客 さ ま と の 守 秘 義 務 と の 関 係 で 開 示 で き な い 場 合

が ご ざ い ま す の で ご 留 意 く だ さ い 。 ）  

IV 利益相反のおそれのある取引の管理方法  
適正な利益相反管理の遂行のため、当社では事務管理委員会委員長をもって利益

相反管理統括者とし、事務管理委員会が対象取引の情報の一元的な収集および管理

を行います。  

利益相反管理統括者は、いかなる部署からも、利益相反管理に関する具体的な業

務について指示を受けることはありません。  

対象取引については、利益相反の該当性を判断したうえで、次に掲げる方法等に

よりお客さまの保護を適正に確保いたします。  

①  対 象 取 引 を 行 う 部 門 と 当 該 お 客 さ ま と の 取 引 を 行 う 部 門 を 分 離 す る 方 法  

②  対 象 取 引 お よ び 当 該 お 客 さ ま と の 取 引 の 一 方 ま た は 双 方 の 条 件 ま た は 方 法 を 変 更

す る 方 法  

③  対 象 取 引 ま た は 当 該 お 客 さ ま と の 取 引 の 一 方 を 中 止 す る 方 法  

④  対 象 取 引 に 伴 い 、 当 該 お 客 さ ま の 利 益 が 不 当 に 害 さ れ る お そ れ が あ る こ と に つ い

て の 適 切 な 開 示 と 当 該 お 客 さ ま の 同 意 に よ る 方 法  
なお、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知

を図るとともに、利益相反管理にかかる運営体制について定期的に検証いたします。 
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■ 個人情報保護方針  

当 社 は 、 以 下 の と お り 「 個 人 情 報 保 護 方 針 （ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー ） 」

に 基 づ き 、 以 下 の 「 保 護 方 針 」 を 定 め て お り ま す 。  

個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 

当 社 で は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ き 、 個 人 情 報 の 適

切 な 保 護 と 利 用 に 関 す る 個 人 情 報 保 護 方 針 （ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー ） を

制 定 し 、 公 表 い た し ま す 。  

 法 令 等 の 遵 守  

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 令 お よ び そ の 他 規 範 を 遵 守 い た し ま す 。  

 個 人 情 報 の 取 得  

業 務 上 必 要 な 範 囲 に お い て 、適 法 か つ 公 正 な 手 段 に よ り 個 人 情 報 を 取 得 い た し

ま す 。  

 個 人 情 報 の 利 用 目 的  

取 得 し た 個 人 情 報 は 、「 個 人 情 報 の 利 用 目 的 」に 掲 げ る 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 利

用 し 、 そ れ 以 外 の 目 的 に は 利 用 い た し ま せ ん 。  

 個 人 情 報 の 安 全 管 理 措 置  

個 人 情 報 正 確 か つ 最 新 の 状 態 で 保 管 す る よ う 努 め る と と も に 、個 人 情 報 へ の 不

正 ア ク セ ス 、個 人 情 報 の 紛 失 、改 ざ ん お よ び 漏 洩 等 を 防 止 す る た め 、必 要 か つ 適

切 な 安 全 管 理 を 講 じ て ま い り ま す 。  

ま た 、個 人 情 報 の 取 扱 を 委 託 す る 場 合 に は 、個 人 情 報 の 安 全 管 理 が 図 ら れ る よ

う 委 託 先 に つ い て 適 切 に 監 督 い た し ま す 。  

 個 人 情 報 の 第 三 者 提 供  

公 共 の 利 益 を 図 る た め 、そ の 他 の 法 令 等 に 基 づ き 必 要 と 判 断 さ れ る 場 合 を 除 き 、

個 人 情 報 を あ ら か じ め ご 本 人 の 同 意 を 得 る こ と な く 、第 三 者 に 提 供 い た し ま せ ん 。 

 個 人 情 報 保 護 の 継 続 的 改 善  

個 人 情 報 保 護 の 管 理 体 制 お よ び 取 組 み を 継 続 的 に 見 直 し 、そ の 改 善 に 努 め ま す 。 

 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 お よ び 利 用 停 止 等 請 求 手 続 き  

個 人 情 報 の 開 示 、訂 正 お よ び 利 用 停 止 等 に 関 す る ご 請 求 に つ き ま し て は 、適 切

か つ 迅 速 に 対 応 い た し ま す 。  

個 人 情 報 の 開 示 、訂 正 、利 用 停 止 等 の ご 請 求 手 続 に つ き ま し て は 下 記 8.「 お 問

い 合 わ せ 窓 口 」 ま で ご 連 絡 下 さ い 。  

 お 問 い 合 わ せ へ の 対 応  

個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る ご 意 見 、ご 要 望 に つ き ま し て 、適 切 か つ 迅 速 に 対 応

い た し ま す 。  
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個 人 情 報 の 開 示 、訂 正 、利 用 停 止 等 の ご 請 求 手 続 、個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る

ご 意 見 ・ ご 要 望 ・ お 問 い 合 わ せ に つ き ま し て は 以 下 の 窓 口 ま で ご 連 絡 下 さ い 。  

【 お 問 い 合 わ せ 窓 口 】  

〒 103-0025 

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 1-2-4 

日 証 金 信 託 銀 行 株 式 会 社  事 務 管 理 委 員 会 事 務 局  

TEL  03-5642-3070 
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■  金融商品の販売等に係る勧誘方針  

当 社 は 、 平 成 13 年 4 月 に 施 行 さ れ た 「 金 融 商 品 の 販 売 等 に 関 す る 法 律

（ 金 融 商 品 販 売 法 ） 」 に 基 づ き 、 以 下 の 「 勧 誘 方 針 」 を 定 め て お り ま す 。  

金 融 商 品 の 販 売 等 に 係 る 勧 誘 方 針 

当 社 は 、 社 会 に 貢 献 す る ホ ー ル セ ー ル 型 金 融 機 関 を 目 指 し 、 主 に 法 人

お よ び こ れ に 準 ず る 団 体 を 対 象 に 、 ニ ー ズ に 合 っ た 金 融 サ ー ビ ス の 提 供

に 心 掛 け ま す 。 こ の よ う な 基 本 方 針 を 踏 ま え 、 当 社 は 、 金 融 商 品 の 販 売

等 に 係 る 勧 誘 方 針 を 以 下 の と お り 定 め ま す 。  

 当 社 は 、 お 客 さ ま の 知 識 、 経 験 、 財 産 の 状 況 な ど を よ く 把 握 し て 、

適 切 な 勧 誘 を 行 い ま す 。  

 当 社 は 、お 客 さ ま ご 自 身 の 判 断 と 責 任 に お い て お 取 引 い た だ け る よ

う 、商 品 内 容 や リ ス ク 内 容 等 の 重 要 事 項 に つ い て 十 分 な ご 理 解 を い

た だ け る よ う 努 め ま す 。  

 当 社 は 、お 客 さ ま に と っ て 不 都 合 な 方 法 、不 適 切 な 時 間 帯 な ど に よ

る 勧 誘 を 一 切 行 い ま せ ん 。  

 当 社 は 、お 客 さ ま に 対 し て 適 切 な 勧 誘 が 行 え る よ う 日 々 研 鑚 に 努 め

ま す 。  

 

■  金融円滑化管理方針  

当 社 は 、 健 全 な 事 業 を 営 む お 客 さ ま に 対 し て 必 要 な 資 金 を 円 滑 に 供 給 し

て い く こ と は 金 融 機 関 と し て 最 も 重 要 な 役 割 の 一 つ で あ る と 認 識 し 、 適 切

な リ ス ク 管 理 態 勢 の も と 、 金 融 仲 介 機 能 を 適 切 か つ 積 極 的 に 発 揮 し て い く

た め に 以 下 の 方 針 を 定 め て お り ま す 。  

取り組み方針  

①  与 信 取 引 に 関 す る 申 込 み 等 に 対 す る 対 応  

( i )  お客さまから新規融資や貸付条件の変更等に関し、申込み、問い合わせ、相

談、要望および苦情を受けた場合には真摯に対応し、別に定める規程に基づ

き、その内容を記録いたします。  

( i i )  与信取引に関する申込み等を謝絶する場合には、これまでの取引関係ならび

にお客様の知識および経験等を踏まえ、謝絶に至った理由を可能な限り具体

的かつ丁寧にお客さまに説明いたします。  
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②  中 小 企 業 者 の お 客 さ ま に 対 す る 対 応  

( i )  中小企業者のお客さまに対する以下の取扱いについては、投融資委員会にお

いて協議するものとし、金融円滑化の趣旨に則り迅速かつ適切に対応するよ

う努めます。  

・  貸付条件の変更等に係るお客さまとの協議にあたり、お客さまより経営

再建計画策定の支援を要請された場合  

・  中 小 企業 者の お客 さまか ら事 業再生 ADR手 続の 実施 の依頼 を受 けた 事

業再生 ADR解決事業者より、当該事業再生 ADR手続の実施を依頼するか

確認があった場合  

・  企業再生支援機構からの債権買取申込みがあった場合  

( i i )  中小企業者のお客さまから貸付条件の変更等の申込み、中小企業者に係る事

業再生 ADR手続の実施依頼の確認、企業再生支援機構からの債権買取申込み

等の求めについて、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会等、中小

企業再生支援協議会が関係している場合には、当該者と緊密な連携を図るよ

う努めます。  
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■  内部監査  

当 社 で は 、 業 務 執 行 ラ イ ン か ら 独 立 し た 「 業 務 監 査 室 」 が 、 社 内 に お け

る 内 部 管 理 態 勢 の 適 切 性 ・ 有 効 性 を 検 証 し 、 被 監 査 部 署 に お け る 内 部 事 務

処 理 等 の 問 題 点 の 発 見 ・ 検 出 に と ど ま ら ず 、 内 部 管 理 態 勢 等 の 評 価 お よ び

検 出 さ れ た 問 題 点 の 改 善 方 法 の 提 言 等 を 行 っ て い ま す 。  

業 務 監 査 室 で は 、 被 監 査 部 署 に お け る リ ス ク の 種 類 ・ 程 度 に 応 じ て 、 深

度 ・ 頻 度 に 配 慮 し た 「 監 査 計 画 」 を 毎 年 度 策 定 し 、 実 効 性 の あ る 内 部 監 査

を 実 施 し て い ま す 。  

ま た 、 業 務 監 査 室 は 、 内 部 監 査 に よ っ て 発 見 さ れ た 指 摘 事 項 や 改 善 の 提

言 等 の 監 査 結 果 に つ い て 、社 長 お よ び 被 監 査 部 署 の 担 当 役 員 に 報 告 を 行 い 、

さ ら に 被 監 査 部 署 か ら 提 出 さ れ る 対 応 策 お よ び 改 善 等 の 進 捗 状 況 の 確 認 を

行 う こ と で 、 内 部 管 理 態 勢 改 善 の 推 進 を 図 っ て い ま す 。  



 自 己 資 本 政 策   
 

 17

❐ 自己資本政策 

■  自己資本調達手段の概要  

現 在 、自 己 資 本 の 調 達 は 、譲 渡 制 限 付 の 株 式 発 行 に よ り 行 っ て お り ま す 。  

な お 、 当 社 の 株 式 は 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 に よ る 100%保 有 と な っ て お

り ま す 。  

■  自己資本の充実  

自 己 資 本 の 内 容 に つ き ま し て は 、 基 本 的 項 目 （ TierⅠ ） 中 心 の 構 成 の 維

持 を 図 っ て ま い り ま す と と も に 、 自 己 資 本 比 率 に つ き ま し て は 、 安 定 的 な

経 営 を 確 保 す る た め の 重 要 な 指 標 で あ る と の 認 識 の も と 、 「 自 己 資 本 管 理

方 針 」 お よ び 「 自 己 資 本 管 理 基 準 」 に よ り 「 維 持 す べ き 自 己 資 本 比 率 等 」

と し て の 水 準 を 定 め 、 こ れ を 上 回 る 状 態 が 安 定 的 に 維 持 で き る よ う 努 め て

お り ま す 。  

■  自己資本の充実度に関する評価方法  

自 己 資 本 の 充 実 度 に 関 す る 評 価 と し て は 、 規 制 上 の 自 己 資 本 比 率 に 基 づ

く 評 価 と 内 部 管 理 上 の リ ス ク 計 測 手 法 に 基 づ く 評 価 の 両 方 法 に よ っ て 行 っ

て お り ま す 。  

 規 制 上 の 自 己 資 本 比 率 に 基 づ く 評 価 に つ い て は 、「 自 己 資 本 管 理 方

針 」お よ び「 自 己 資 本 管 理 基 準 」に 則 り 、同 基 準 に よ り 設 定 し た「 維

持 す べ き 自 己 資 本 比 率 等 」が 安 定 的 に 維 持 さ れ て い る こ と を 、月 次 、

決 算 予 想 お よ び 年 度 計 画 策 定 時 に お い て 管 理 し 、そ の 結 果 を 経 営 会

議 に 報 告 す る こ と と し て お り ま す 。  

 内 部 管 理 上 の リ ス ク 計 測 手 法 に 基 づ く 評 価 の 方 法 に つ い て は 、信 用

リ ス ク 、金 利 リ ス ク 、オ ペ レ ー シ ョ ナ ル リ ス ク 等 の リ ス ク ご と に 制

定 し た 管 理 方 針 お よ び 基 準 等 に 則 り 、リ ス ク 量 が 当 社 全 体 の リ ス ク

許 容 限 度 額 内 で 配 賦 し た リ ス ク キ ャ ピ タ ル の 範 囲 内 に 収 ま っ て い

る こ と を 日 次 で 管 理 し 、定 期 的 に 経 営 会 議 に 報 告 す る こ と と し て お

り ま す 。  
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■  自己資本比率算出に係るリスク・アセットの算出方法  

リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 算 出 に つ き ま し て は 、 バ ー ゼ ル Ⅱ に 基 づ く 自 己 資 本

比 率 の 算 出 方 法 に 則 り 、 信 用 リ ス ク お よ び オ ペ レ ー シ ョ ナ ル リ ス ク の 計 量

を 適 正 に 行 い 算 出 し て お り ま す 。  

各 リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 算 出 方 法 は 、 以 下 の と お り で す 。  

I  信用リスク・アセットに関する事項  

1. 信用リスク・アセットの算出方法  
信用リスク・アセットの算出方法は、「標準的手法」を適用しております。  

2. 適格格付機関およびエクスポージャーの種類  
当社は、以下の 5 社を適格格付機関としており、すべての格付適用エクスポージ

ャーについて、各社の格付に見合うリスク・ウェイトによりリスク・アセットを算

出しております。  

①  株 式 会 社 格 付 投 資 情 報 セ ン タ ー  
②  株 式 会 社 日 本 格 付 研 究 所  
③  フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ リ ミ テ ッ ド  
④  ム ー デ ィ ー ズ ・ イ ン ベ ス タ ー ズ ・ サ ー ビ ス ・ イ ン ク  
⑤  ス タ ン ダ ー ド ・ ア ン ド ・ プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス  

3. リスク・ウェイトの適用方法  
同種のエクスポージャーについて、適格格付機関の格付が二つ以上あり、それに

対応するリスク・ウェイトが異なる場合は、最も小さいリスク・ウェイトから数え

て二番目に小さいリスク・ウェイトを用いております。ただし、最も小さいリスク・

ウェイトが複数の格付に対応する場合、最も小さいリスク・ウェイトを用いており

ます。また格付けが付与されていないエクスポージャーにつきましては、リスク・

ウェイトを 100%としております。  

なお、信用リスクにかかる管理の方針および手続の概要につきましては、P19「信

用リスク」をご参照ください。  

 

I I  信用リスク削減方法  
信用リスク削減手法といたしましては、以下のとおり行っております ｡ 

 一 定 の 要 件 を 満 た し た 適 格 金 融 資 産 担 保 付 取 引 に つ い て は 、 簡 便 手 法 を 用 い て

お り ま す 。  
 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額 の う ち 信 用 リ ス ク 削 減 手 法 の 適 用 さ れ る 部 分 に つ い て は 、

取 引 先 の リ ス ク ・ ウ ェ イ ト に 代 え て 、 担 保 と な る 資 産 の リ ス ク ・ ウ ェ イ ト を 適

用 し て お り ま す 。  
 株 式 担 保 に つ き ま し て は 、 東 京 証 券 取 引 所 な ど が 算 出 す る 代 表 的 な 株 価 指 数 の

構 成 銘 柄 を 適 格 金 融 資 産 担 保 と し 、 期 末 時 点 で の 時 価 を も っ て 担 保 評 価 額 と し

て お り ま す 。  
 一 定 の 要 件 を 充 た し た 保 証 取 引 に つ き ま し て は 、 ダ ブ ル デ フ ォ ル ト 効 果 を 勘 案

し て お り ま す ｡  
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III  証券化エクスポージャー  

1. 概要  
当社は、投資家の立場で証券化取引を行っております。当社が証券化エクスポー

ジャーの投資を行う場合は、投融資委員会等にてリスクを正確に認識した上で、取

扱いの可否を決定しております。  

当面、オリジネーターの立場から証券化取引を行う予定はございませんが、今後、

新たな立場で証券化取引を行う場合には、事前にこれに伴うリスクを適切に認識し

た上で実行いたします。  

2. 信用リスク・アセット額の算出  
証券化エクスポージャーに内在するリスクの所在・特性・リスク量の分析・計量

については、リスク統括部が行っております。  

3. 会計方針  
証券化取引の財務諸表への計上については、投資家の立場として「金融商品に関

する会計基準」および関係諸法令等に則り適切に行っております。  

 

IV オペレーショナルリスクに関する事項  
オペレーショナルリスクの算出については、当社粗利益をもとに算出する「基礎

的手法」を適用しております。  

なお、オペレーショナルリスク管理に関する方針および手続の概要につきまして

は、 P24「オペレーショナルリスク（事務リスク・システムリスク・法務リスク・

有形資産リスク・人的リスク・レピュテーショナルリスク）」をご参照ください。 
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❐ リスク管理の体制（方針および手続の概要） 

当 社 は 、 経 営 の 健 全 性 を 確 保 す る た め に 、 リ ス ク 管 理 体 制 の 整 備 ・ 強 化

を 重 要 課 題 と 位 置 付 け て お り 、 取 締 役 会 で 「 リ ス ク 管 理 の 基 本 方 針 」 を 策

定 し 、 そ の 中 で リ ス ク ご と の 基 本 方 針 等 を 定 め て お り ま す 。  

こ れ に 基 づ き 、 各 種 リ ス ク の 具 体 的 な 管 理 方 法 の 制 定 お よ び 管 理 体 制 を

整 備 し 、 リ ス ク 統 括 部 が リ ス ク の 統 合 的 管 理 を 行 っ て お り ま す 。  

リ ス ク 統 括 部 で は 、 リ ス ク 量 の 測 定 お よ び モ ニ タ リ ン グ 、 情 報 の 収 集 ・

分 析 な ら び に リ ス ク 状 況 の 経 営 会 議 等 へ の 報 告 等 を 行 う こ と に よ り 、 適 正

な リ ス ク マ ネ ー ジ メ ン ト の 実 践 に 努 め て お り ま す 。  

■  信用リスク  

I  基本方針  
当社では、信用リスクを「信用供与先の財務状況の悪化等を起因として、資産（デ

リバティブ等を含む）の価値が減少ないし消失することにより損失を被るリスク」

と定義しております。  

当社の信用リスク管理では、個別審査管理およびポートフォリオ管理の 2 つのア

プローチを通じて全ての与信取引について信用リスクを的確に把握し、リスクに見

合った適正な収益の確保、損失発生の抑制を図っております。  

I I  信用リスク管理態勢  

1. 概要  
当社の信用リスク管理体制は、信用リスクに関する基本的な方針を決定する取締

役会に加えて、経営会議および投融資委員会の 2 つの会議体を中心に成り立ってお

ります。  

2. 経営会議  
当社全般の業務執行方針等を決定する経営会議では、取締役会より委任された権

限の範囲内で、信用リスク管理の制度・仕組みを決定しており、信用リスク管理に

関する各種基準を制定するとともに、信用リスクに対するリスクキャピタルの配賦

額を決定しております。  

3. 投融資委員会  
投 融 資 委 員 会 で は 、 重 要 な 個 別 与 信 案 件 の 決 裁 や ク レ ジ ッ ト ラ イ ン の 設 定 等 、 投

融 資 業 務 全 般 に 関 す る 意 思 決 定 を 行 っ て お り ま す 。  

4. その他  
個別審査・ポートフォリオ管理に関する業務・企画運営は、フロント部署から独

立した審査室およびリスク統括部が行っております。  
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III  個別審査管理  

1. 概要  
個別審査管理においては、与信先の業態、資金使途および返済原資等の把握を徹

底し、健全な資産の形成を行なうとともに、信用リスクの顕在化による損失の抑制

に努めております。  

2. 信用格付  
信用格付については、フロント部署が与信先の一次格付を付与した後、審査室が

最終格付を決定する体制とし、与信実行後も、決算状況を速やかに反映するため年

1 回の定例見直しを行なうとともに、与信先の信用状況に変化があった場合には随

時見直しを行ない、個別与信先の状況を的確に把握できる体制を整えています。ま

た、自己査定においても、与信審査と同様にフロント部署と審査部署に牽制機能を

働かせ、資産内容の的確な把握に努めております。  

IV ポートフォリオ管理  

1. 概要  
ポートフォリオ管理においては、保有する信用リスクを的確に把握し、リスクに

見合った収益の獲得および経営体力に見合った適切なリスク・コントロールを実現

すべく、統計的な手法によりすべての信用リスクについてリスク量を計量しており

ます。  

2. 管理・報告  
リスク量については、リスクキャピタルの配賦額内にコントロールするとともに、

貸出金ガイドラインを設けて、個社別・業種別・格付別与信集中の緩和、ポートフ

ォリオの質的向上に取り組んでおり、リスク状況は経営会議に定期的に報告してお

ります。  

3. 信用リスクの計量  
信用リスクの計量は、信用リスクを内在する全ての与信取引を対象に、格付遷移

率、格付別デフォルト率、業種相関係数等のデータを用いて、10 万回のモンテカル

ロ・シミュレーションを行い、信頼区間 99%、保有期間 1 年において被る最大貸倒

損失および平均貸倒損失を算出します。その上で、最大貸倒損失から平均貸倒損失

を引くことにより信用リスクを算出しております。  

V 貸倒引当金の計上基準  
貸倒引当金は、予め定めている「償却・引当マニュアル」に則り、次のとおり計

上することとしております。  

1. 正常先債権および要注意先債権  
正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分

類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき

引き当てることとしております。  

2. 破綻懸念先債権  
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額お

よび保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当

てることとしております。  

3. 破綻先債権および実質破綻先債権  
破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保

の 処 分 可 能 見 込 額 お よ び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見 込 額 を 控 除 し た 残 額 を 引 き 当 てる

こととしております。  
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VI 派生商品取引における取引相手の信用リスク計測  
派生商品取引などの市場取引に伴うカウンター・パーティにおける信用リスクは、

カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。  

■  市場リスク  

I  基本方針  
当社では、市場リスクを「金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリス

クファクターの変動により資産 ･負債（デリバティブ等を含む）の価値が変動し損

失を被るリスク」と定義しております。  

市場性取引は多大な損失を被る可能性を内在しているという認識の下、原則とし

てすべての市場性リスクを的確に把握し、リスクに見合った適正な収益の確保に努

めております。  

I I  市場リスク管理体制  

1. 概要  
当社の市場リスク管理体制は、基本的な方針を決定する取締役会に加えて、経営

会議および ALM 委員会の 2 つの会議体を中心に成り立っております。  

2. 経営会議  
経 営 会 議 で は 、 取 締 役 会 よ り 委 任 さ れ た 権 限 の 範 囲 内 で 、 市 場 リ ス ク 管 理 の 制

度・仕組みを決定しており、市場リスク管理に関する各種基準を制定するとともに、

市 場 リ ス ク に 対 す る リ ス ク キ ャ ピ タ ル の 配 賦 額 を リ ス ク フ ァ ク タ ー 毎 に 決 定 して

おります。  

3. ALM委員会  
ALM 委員会では、金利予測、マクロ分析等、 ALM 全般に関する重要な意思決定を

行うともに、市場取引部署からオペレーション実績の報告を受けております。  

4. その他  
市場リスク管理に関する業務・企画運営は、市場取引部署から独立したリスク統

括部が行っております。  

I I I  市場リスク管理方針  

1. 概要  
市場リスク管理においては、リスク量をリスクキャピタルの配賦額内にコントロ

ールするとともに、損失が経営体力や損益に与える影響を一定の範囲内にとどめる

べく、損失限度管理やロスカットポイント管理を実施しております。また、リスク

状況は経営会議に定期的に報告しております。  

2. 市場取引部署における管理・報告  
市場取引部署は、経営会議で決定された方針等に基づき、有価証券の売買やヘッ

ジ取引を執行するとともに、オペレーション実績およびポジション状況を日次で取

締役およびリスク管理部門に対して報告しております。  
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3. リスク統括部における管理・報告  
保有する市場リスクを的確に把握し、経営体力に見合った適切なリスク・コント

ロールを実現すべく、統計的な手法によりリスクファクター毎にリスク量を計量す

るとともに、リスク状況は経営会議に定期的に報告しております。  
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4. 金利リスクの計量  
金利リスク量は、観測期間 5 年、片側信頼区間 99%、保有期間 1 年で分散・共分

散法により計量化した VaR で毎日把握・管理しております。当社では、住宅ローン

等の期限前償還リスクの高い商品は取り扱っていないことから、期限前返済は発生

しないことを前提としております。また、コア預金の定義は導入しておらず、流動

性預金の満期日は翌日と仮定しております。  

5. 株式リスクの計量  
株式リスク量は、東証株価指数（ TOPIX）をリスクファクターとして、観測期間 5

年、片側信頼区間 99%、保有期間 1 年で分散・共分散法により計量化した VaR で毎

日把握・管理しております。  

6. 為替リスクの計量  
為替リスク量は、為替レートをリスクファクターとして、観測期間 5 年、片側信

頼区間 99%、保有期間 1 年で分散・共分散法により計量化した VaR で毎日把握・管

理しております。  

■  流動性リスク  

I  基本方針  
当社では、流動性リスクを「運用調達期間の著しい乖離、市場の一時的な流動性

不足、邦銀もしくは当社グループの信用力低下等の原因による資金供与の停止もし

くは減額等により、手元流動性が不足するリスク、またこれらにより高コストの資

金調達を余儀なくされるリスク」と定義しております。  

当社の流動性リスク管理では、流動性リスクが経営の存続および金融システム全

体にとって最も基本的かつ重要な管理対象リスクであるという認識の下、全ての経

営戦略に先立って安定的な資金繰りの達成を目的としております。  

I I  流動性リスク管理体制  

1. 概要  
当社の流動性リスク管理体制は、流動性リスクに関する基本的な方針を決定する

取締役会に加えて、具体的な対応につきましては、平常時および緊急時に区分し行

っております。  

2. 平常時における対応  
平常時においては、運用調達構造管理と資金運調ギャップ管理を行い、定期的に

ALM 委員会、経営会議および取締役会へ報告しております。  

①  運 用 調 達 構 造 管 理  
運用調達構造管理は、運用調達の両面から流動性の評価を行うとともに、調達可

能時点と金額および担保差入可能額等の流動性確保状況を把握・管理しております。 

②  資 金 運 調 ギ ャ ッ プ 管 理  
資金運調ギャップ管理は、短期調達への過度な依存、調達期日の集中等による資

金繰りの不安定化を回避するため、調達力、調達環境等に基づき、資金運調ギャッ

プに限度等を設定しております。  

3. 緊急時における管理  
資金繰りに及ぼす事象・情報等を認識した場合には、流動性リスクの情報把握・

分析を行うとともに流動性対策委員会により協議を行うこととしております。緊急

時においては、流動性対策委員会により「流動性リスク・コンティンジェンシー・

プラン」に則り、認定要素に応じ緊急レベルの認定を行うとともに、緊急時レベル

別対応策の実施を協議することとしております。  
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■  オペレーショナルリスク  

当 社 で は 、 オ ペ レ ー シ ョ ナ ル リ ス ク は 、 事 務 リ ス ク 、 シ ス テ ム リ ス ク 、

法 務 リ ス ク 、 有 形 資 産 リ ス ク 、 人 的 リ ス ク お よ び レ ピ ュ テ ー シ ョ ナ ル リ ス

ク の 全 て を 含 む 幅 広 い リ ス ク と 考 え 、 管 理 体 制 お よ び 管 理 方 法 を 各 リ ス ク

に つ い て 定 め て お り ま す 。  

I  事務リスク  
当社では、事務リスクを「役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を

起こすことにより金融機関が損失を被るリスク」と定義しております。  

事務リスクは、金融機関の場合、事務処理の誤りが社外に影響を与える可能性が

あるという認識の下、当社の規模・特性を踏まえた上で事務リスク管理体制を構築

しております。  

具体的には、事務マニュアルを整備し、事務品質の堅確化・均質化を推進すると

ともに、内部統制の観点から事務処理過程において相互牽制が有効に機能する体制

の確立を図っております。また、顕在化した事務リスクについては、「事務リスク

管理の基本方針」に則り、状況の把握と原因分析、再発防止策の策定を行うととも

に、これら一連の対応策について経営会議への報告を行い、事務リスク管理の強化

を図っております。  

I I  システムリスク  
当社では、システムリスクを「コンピューターシステムのダウンや誤作動等のシ

ステムの不備およびコンピューターが不正に使用されること等により、顧客や当社

が損失を被るリスク」と定義しております。  

業務運営において情報システムが不可欠な金融機関にとって、システムリスクが

顕在化した場合には社会的な影響にまで拡大する可能性があるという認識の下、シ

ステムリスク管理体制を構築しております。  

具体的には、「システム管理規程」に則り、システムの運用・管理に係る手続き

について、システムに関するデータの機密性、完全性ならびに可用性の確保を図る

とともに、システムの安全で円滑な運用を図っております。また、顕在化したシス

テムリスクについては、「システムリスク管理の基本方針」に則り、状況の把握と

原因分析、再発防止策の策定を行うとともに、これら一連の対応策について経営会

議への報告を行い、システムリスク管理の強化を図っております。  

万一の場合に備えて「コンティンジェンシー・プラン」を明定するとともに、シ

ステム障害訓練の実施に取り組み、その充実に努めております。また、システム障

害発生時には、状況の把握と原因分析、再発防止策の策定を行うとともに、その影

響度に応じて一連の対応策を経営会議へ報告する体制を確立しております。  
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III  法務リスク  
当社では、法務リスクを「法令や契約等に反すること、不適切な契約を締結する

こと、およびその他の法的原因により当社が損失を被るリスク」と定義しておりま

す。  

法務リスクの顕在化回避、顕在化した法務リスクの極小化および顕在化した法務

リスクの適切な分析と再発防止等を図ることにより、法務リスク管理体制を構築し

ております。  

具体的には、「リーガルチェック実施要領」に則り、当社が提供する商品および

当社が行う業務等についてのリーガルチェックの手続を定め、当社が被るおそれの

ある法務リスクを低減させる体制の確立を図っております。また、顕在化した法務

リスクについては、「法務リスク管理の基本方針」に則り、状況の把握と原因分析、

再発防止策の策定を行うとともに、これら一連の対応策について経営会議への報告
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を行い、法務リスク管理の強化を図っております。  

IV 有形資産リスク  
当社では、有形資産リスクを「自然災害、社会インフラの停止、テロ等の外部事

象の発生または資産管理の瑕疵などの結果、有形資産の毀損や執務環境の質の低下

などにより損失を被るリスク、およびこれに類するリスク」と定義しております。 

有形資産リスクは、万が一顕在化した場合の損害は甚大なものとなる可能性があ

り、現在及び将来の経営基盤に大きな影響を与えるという認識の下、有形資産リス

ク管理体制を構築しております。  

具体的には、有形資産リスクについては、その所在・規模・性質を適時かつ正確

に把握するとともに、完全に削減することは不可能であることを認識し、顕在化し

た場合に備えた「コンティンジェンシー・プラン（災害対策用）」の策定および充

実に努めております。また、有形資産リスクの管理状況については、「有形資産リ

スク管理の基本方針」に則り、定期的に経営会議に報告するとともに、経営に重大

な影響を与える、または顧客の利益が著しく阻害される事案については、直ちに経

営会議に報告する体制を構築しております。  

V 人的リスク  
当社では、人的リスクを「人事運営上の不公平・不公正や差別的行為による人材

の流出・喪失、士気の低下、不十分な人材育成、不適切な就労状況・職場・安全環

境等により、当社が損失を被るリスク」と定義しております。  

当社の規模・特性に鑑みて、人材は重要な経営資源であり、人的リスクの顕在化

は、業務運営に大きな影響を与えるという認識の下、人的リスク管理体制を構築し

ております。  

具体的には、日頃から人事運営、就労状況・職場環境等の改善に努めております。

また、人的リスクの管理状況については、「人的リスク管理の基本方針」に則り、

定期的に経営会議に報告するとともに、経営に重大な影響を与える事案については、

直ちに経営会議に報告する体制を構築しております。  

VI レピュテーショナルリスク  
当社では、レピュテーショナルリスクを「当社および日証金グループ企業の営業

活 動 に 関 連 し て 現 実 に 生 じ た リ ス ク 事 象 や 当 社 お よ び 日 証 金 グ ル ー プ 企 業 に 対す

る否定的な風説等が報道されたり、市場に流布することにより当社の信用、顧客基

盤、収益等に重大な損失をもたらすリスク」と定義しております。  

レピュテーショナルリスクについては、リスク顕在化時の適切な対応が極めて重

要であるという認識の下、その所在・規模・性質を適時かつ正確に把握し、適切な

対応を行うべく、レピュテーショナルリスク管理体制を構築しております。  

具体的には、レピュテーショナルリスクに係る情報を把握した場合は、レピュテ

ーショナルリスク管理担当役員に報告するとともに、必要な場合は、経営会議にお

いて対応策を協議する体制を構築しております。  

VII オペレーショナルリスクの計測方法  
オペレーショナルリスクの計量化は「基礎的手法」により行っております。当社

では、このリスク量について、リスクキャピタル算出時における自己資本からの控

除項目としております。  

 

 

 



 指 定 紛 争 解 決 機 関   
 

❐ 指定紛争解決機関 

I  全国銀行協会相談室  
 住 所    〒 100-8216 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1-3-1 

 電 話    0570-017109 ま た は  03-5252-3772 

 受 付 時 間  月 曜 日 ～ 金 曜 日 （ 祝 日 お よ び 銀 行 の 休 業 日 を 除 く ）  

       午 前 9 時 ～ 午 後 5 時  

 

I I  信託協会信託相談所  
 住 所    〒 100-0004 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 2-6-2 

 電 話    0120-817335 ま た は  03-3241-7335 

 受 付 時 間  月 曜 日 ～ 金 曜 日 （ 祝 日 お よ び 銀 行 の 休 業 日 を 除 く ）  
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       午 前 9 時 ～ 午 後 5 時 15 分  
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❐ 事業の概況 

■  金融経済環境  

平 成 22 年 度 に お け る わ が 国 経 済 を み ま す と 、 期 初 よ り 米 国 等 へ の 輸 出 に 牽 引 さ れ

て 緩 や か な 回 復 の 動 き が あ り ま し た が 、夏 以 降 の 急 激 な 円 高 の 進 行 に よ り 輸 出 が 伸 び

悩 み 、加 え て 景 気 対 策 の 縮 小 に よ る 個 人 消 費 の 反 動 減 、雇 用 情 勢 悪 化 の 長 期 化 な ど で

期 末 に か け て 足 踏 み 状 態 が 続 き ま し た 。  
 金 融 市 場 に お き ま し て は 、欧 州 財 政 危 機 に 対 す る 懸 念 の 拡 大 や 円 高 ド ル 安 の 進 展 な

ど を 背 景 に 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 観 測 が 強 ま っ た 結 果 、 長 期 金 利 の 指 標 で あ る 新 発 10
年 物 利 付 国 債 の 流 通 利 回 り は 平 成 22 年 10 月 初 旬 に 0.8%台 前 半 ま で 低 下 し ま し た が 、

そ の 後 は 米 国 長 期 金 利 の 上 昇 に 引 き 摺 ら れ る 形 で 上 昇 傾 向 と な り 、年 度 末 に は 1.25%
の 水 準 と な り ま し た 。ま た 、短 期 金 融 市 場 に お き ま し て は 、日 本 銀 行 が 政 策 金 利 を 平

成 20 年 12 月 か ら 0.10%で 据 え 置 い て い る こ と や 、 10 月 に は さ ら な る 金 融 緩 和 の 強

化 策 に つ い て 公 表 し た こ と か ら 、 短 期 金 融 市 場 は 低 位 で 安 定 的 に 推 移 し ま し た 。  
 株 式 市 場 に お き ま し て は 、 世 界 的 な 景 気 の 先 行 き 改 善 期 待 の 高 ま り か ら 、 期 初

11,244 円 で 始 ま っ た 日 経 平 均 株 価 は 、4 月 に は 年 初 来 高 値 と な る 11,339 円 台 ま で 上

昇 い た し ま し た 。 そ の 後 は 円 高 の 進 行 に 伴 う 日 本 企 業 の 業 績 悪 化 懸 念 の 強 ま り か ら

9,000 円 台 で 停 滞 い た し ま し た 。 11 月 以 降 は 、 米 国 の 追 加 金 融 緩 和 を 契 機 と し た 円

高 進 行 の 一 服 な ど に よ り 10,000 円 台 を 回 復 し て 推 移 し ま し た が 、 平 成 23 年 3 月 11
日 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 以 降 、原 子 力 発 電 所 事 故 の 深 刻 化 が 懸 念 さ れ 、一 時 は 平 成

21 年 4 月 以 来 の 安 値 と な る 8,600 円 台 ま で 下 落 す る も の の 、 年 度 末 は 9,755 円 ま で

値 を 戻 し ま し た 。  

■  事業の経過および成果  

こ の よ う な 金 融 経 済 環 境 の な か 、事 業 の 経 過 お よ び 当 期 の 業 績 は 次 の と お り と な り

ま し た 。  

I  銀行業務  
はじめに資産の部では、貸出につきましては、与信リスク逓減の観点から高格付

先を中心に新規貸出を行いました。この結果、貸出金の期末残高は 2,122 億円と前

期比 502 億円減少し、その内訳は政府向貸出および政府保証付貸出が 1,301 億円、

それ以外の貸出は 821 億円となっております。  

 有価証券投資につきましては、運用方針として、期間を限定し国債などの信用力

の高い公社債を中心に投資を行うと定めておりますが、期末残高は 1 兆 5,141 億円

と前期比 1,726 億円増加しました。保有残高の 98%強が国債、政府保証債、公社公

団債および地方債等となっております。  

 なお、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が一次査定、責

任部署である審査室が二次査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結

果を監査しており、その査定結果に基づいて償却および引当を行っております。  

 一方、負債の部では、日本銀行が実施する資金供給オペの落札額の変動を主因と

して、売現先勘定および借用金の期末残高がそれぞれ増減する結果となっておりま

す。このため、借用金は共通担保オペによる調達が増加したことにより 1 兆 6,774

億円と前期比 5,478 億円増加し、売現先勘定は期末残高がなくなったことにより前

期比 861 億円減少しました。  

I I  信託業務  
信託業務につきましては、当社の主力商品である顧客分別金信託（金銭信託以外

の金銭の信託）、外国為替証拠金信託（特定金銭信託）の受託を推進したほか、顧

客分別金信託のノウハウを活かして、証券 CFD など CFD 証拠金信託の受託にも注力

しました。  

 受託残高につきましては、当期末の信託財産総額は前期比 803 億円増加し、6,507
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億円となりました。内訳といたしましては、金銭信託以外の金銭の信託では、当社

の 主 力 商 品 で あ る 顧 客 分 別 金 信 託 の 残 高 が 株 価 下 落 の 影 響 を 受 け て 一 時 減 少 しま

したが、その後持ち直し、期末残高は 5,122 億円と前期比 535 億円増加いたしまし

た。また、特定金銭信託につきましては、外為証拠金信託や CFD 証拠金信託の受託

に注力した結果、期末残高は 1,317 億円と前期比 282 億円増加しました。  

 なお金銭の信託の受託財産につきましては、委託者の指図に基づいて運用を行っ

ておりますが、国内短期金利の低位安定推移が当面見通される中、運用利回り確保

のため公社債での運用を増加させる傾向が強まっており、この結果、有価証券の期

末残高は前期比 886 億円増加して 2,984 億円、コールローンの期末残高は前期比 451

億円減少して 2,539 億円となりました。  

 なお、信託財産のうち元本補てん契約のあるものはありません。  

I I I  損益状況  
当期の損益状況につきましては、信託報酬は前期比 58 百万円増加の 308 百万円

と過去最高実績である前年度の 250 百万円を更新しました。資金運用収益につきま

しては、主に市場金利の低下に伴う運用利回りの低下から減少し、また国債等債券

売却益も減少したことから、経常収益は 4,414 百万円（前期比 1,604 百万円減少）

なりました。  

 一方、借入金の増加により資金調達費用は増加しましたが、前期に計上した貸出

債 権 の 一 部 売 却 に 伴 う 費 用 が 減 少 し た こ と や 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 が 剥 落 し た こ とか

ら、経常費用は 3,297 百万円（前期比 1,050 百万円減少）となりました。  

 以上の結果、当期の経常利益は 1,116 百万円（前期比 554 百万円減少）となり、

また貸倒引当金の取り崩しによる戻入益等を特別利益として計上した結果、当期純

利益は 2,391 百万円（前期比 491 百万円増加）となりました。  

なお、当期末の国内基準に基づく自己資本比率は 23.63%となっております。  

IV 当社が対処すべき課題  
国内景気は、東日本大震災後の被害や原子力発電所事故による電力供給問題など

の影響から、生産の低下や輸出の減少、消費の低迷による下振れが見込まれており

ます。  

 平成 23 年度は 3 ヶ年業務方針の最終年度でありますが、当社といたしましては、

証券界に貢献することを旨とする日証金グループの信託銀行として、質の高いサー

ビスの提供により顧客分別金信託、外国為替証拠金信託および有価証券信託の受託

残高伸長を図っていくとともに、銀行業務におきましては、引き続き安全資産への

運用に重点をおいた運営を行いつつ、当社の経営体力の範囲で適切な金融仲介機能

を発揮するよう引き続き努力してまいります。  

 また、銀行として求められる重い社会的責任を果たすべく、コンプライアンス態

勢や顧客保護等管理態勢の充実にも心がけていく所存でございます。  

 

 28

 



 事 業 の 概 況   
 

 29

■  主要な経営指標の推移  

   (単位:百万円)

指 標 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 平成 22年 3月期 平成 23年 3月期 

経 常 収 益 7,125 11,206 8,893 6,019 4,414 

経 常 利 益 
（ ▲ は 経 常 損 失 ） 120 ▲5,965 ▲8,204 1,670 1,116 

当 期 純 利 益 
（▲は当期純損失） 69 ▲6,254 ▲8,413 1,900 2,391 

資 本 金 10,000 10,000 14,000 14,000 14,000 

発 行 済 株 式 の 総 数 200 千株 200 千株 400 千株 400 千株 400 千株 

純 資 産 額 23,128 13,462 16,546 18,754 20,975 

総 資 産 額 1,368,336 1,207,665 1,344,608 1,621,253 2,041,915 

預 金 残 高 10,100 10,100 100 291 149 

貸 出 金 残 高 306,572 546,702 191,122 262,535 212,251 

有 価 証 券 残 高 619,137 591,706 1,094,189 1,341,505 1,514,197 

自 己 資 本 比 率 13.22％ 9.80％ 17.51％ 19.88％ 23.63％ 

配 当 性 向 -％ -％ -％ -％ -％ 

従 業 員 数 32 人 36 人 32 人 31 人 33 人 

（ 注 ） 従 業 員 数 は 、 嘱 託 お よ び 臨 時 雇 用 者 等 を 含 ん で お り ま せ ん 。  

信託財産の状況  

   (単位:百万円)

指 標 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 平成 22年 3月期 平成 23年 3月期 

信 託 報 酬 182 200 212 250 308 

貸 出 金 残 高 
（ 信 託 勘 定 ） - - - - - 

有 価 証 券 残 高 
（ 信 託 勘 定 ） 43,030 11,086 163,835 209,869 298,483 

信 託 財 産 額 619,561 504,698 516,014 570,420 650,796 
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❐ 財務諸表 

■  財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  財務資料に関する会計監査人の監査について  

平 成 22 年 3 月 期 （ 平 成 21 年 4 月 1 日 か ら 平 成 22 年 3 月 31 日 ） お よ

び 平 成 23 年 3 月 期 （ 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 平 成 23 年 3 月 31 日 ） に 係

る 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 お よ び 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に つ い て は 、 会 社

法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づ き 、当 社 会 計 監 査 人 で あ る 東 陽 監 査

法 人 よ り 監 査 を 受 け 、 法 令 お よ び 定 款 に 従 い 、 会 社 の 財 産 並 び に 損 益 の 状

況 を 適 正 に 表 示 し て い る と 認 め る 監 査 報 告 書 を 受 領 し て お り ま す 。  

■  金融商品取引法第 193 条の 2 の規定に基づく監査証明について  

当 社 は 、金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の 2 の 規 定 に 基 づ く 公 認 会 計 士 ま た は

監 査 法 人 の 監 査 証 明 は 受 け て お り ま せ ん 。  

■  自己資本比率の算定に関する外部監査について  

当 社 は 、単 体 自 己 資 本 比 率 の 算 定 に 関 す る 外 部 監 査 は 受 け て お り ま せ ん 。 

 30

財 務 諸 表の 適 正 性お よ び 作成 に 係 る内 部 監 査の 有 効 性に つ い て  
 日証金信託銀行株式会社の平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日ま

での 2011 年ディスクロージャー誌に関して、私の知る限りにおいて下記の

事項を確認いたしました。  

記  

1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書およびキャッシュ・フロ

ー計算書（財務諸表等）は、全ての重要な点において適正に表示されてい

ることを確認いたしました。  

2. 当該確認を行うにあたり、他の業務部門から独立した業務監査室による内

部監査を実施し、財務諸表等の適正な開示が合理的に保証される内部統制

および手続きが有効に機能していることを確認いたしました。  

     日 証 金 信 託 銀 行 株 式 会 社  

     取 締 役 社 長  古 舘  直 人  
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■ 貸借対照表  

 (単位:百万円)

科 目 平成 2 2 年 3 月末 平成 2 3 年 3 月末 

（ 資 産 の 部 ）   
現 金 預 け 金 17,153  43,600  
 現 金 （0） （0） 
 預 け 金 （17,153） （43,600） 
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 －  270,924  
買 入 金 銭 債 権 876  －  
有 価 証 券 1,341,505  1,514,197  
 国 債 （897,766） （930,443） 
 地 方 債 （105,029） （196,775） 
 社 債 （313,267） （366,891） 
 株 式 （4） （4） 
 そ の 他 の 証 券 （25,437） （20,082） 
貸 出 金 262,535  212,251  
 手 形 貸 付 （700） （620） 
 証 書 貸 付 （259,835） （210,731） 
 当 座 貸 越 （2,000） （900） 
そ の 他 資 産 1,503  1,608  
 前 払 費 用 （－） （4） 
 未 収 収 益 （1,389） （1,382） 
 そ の 他 の 資 産 （113） （221） 
有 形 固 定 資 産 140  137  
 建 物 （77） （74） 
 リ ー ス 資 産 （－） （2） 
 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 （62） （60） 
無 形 固 定 資 産 249  195  
 ソ フ ト ウ ェ ア （248） （194） 
 そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 （0） （0） 
繰 延 税 金 資 産 233  238  
貸 倒 引 当 金 ▲2,944  ▲1,238  

資 産 の 部 合 計 1,621,253  2,041,915  

（ 負 債 の 部 ）   
預 金 291  149  
 定 期 預 金 （291） （149） 
コ ー ル マ ネ ー 366,500  315,000  
売 現 先 勘 定 86,192  －  
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 9,611  27,529  
借 用 金 1,129,600  1,677,400  
 借 入 金 （1,129,600） （1,677,400） 
信 託 勘 定 借 335  59  
そ の 他 負 債 9,897  724  
 未 払 法 人 税 等 （32） （20） 
 未 払 費 用 （611） （582） 
 前 受 収 益 （9） （－） 
 リ ー ス 債 務 （－） （2） 
 そ の 他 の 負 債 （9,244） （119） 
賞 与 引 当 金 28  28  
退 職 給 付 引 当 金 25  32  
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 15  15  

負 債 の 部 合 計 1,602,498  2,020,939  

（ 純 資 産 の 部 ）   
資 本 金 14,000  14,000  
資 本 剰 余 金 3,932  3,932  
 資 本 準 備 金 3,932  3,932  
利 益 剰 余 金 1,900  4,291  
 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,900  4,291  
  繰 越 利 益 剰 余 金 1,900  4,291  
株 主 資 本 合 計 19,833  22,224  
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ▲1,078  ▲1,248  
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 ▲1,078  ▲1,248  

純 資 産 の 部 合 計 18,754  20,975  

負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計 1,621,253  2,041,915  
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■  損益計算書  

  （単位:百万円）

科 目 平成 22 年 3 月期 平 成 2 3 年 3 月 期 

経 常 収 益 6,019  4,414  
 信 託 報 酬 250  308  
 資 金 運 用 収 益 4,737  3,823  
  貸 出 金 利 息 （1,293） （1,066） 
  有 価 証 券 利 息 配 当 金 （3,338） （2,379） 
  コ ー ル ロ ー ン 利 息 （36） （13） 
  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 （33） （316） 
  預 け 金 利 息 （27） （46） 
  そ の 他 の 受 入 利 息 （7） （2） 
 役 務 取 引 等 収 益 48  46  
  そ の 他 の 役 務 収 益 （48） （46） 
 そ の 他 業 務 収 益 983  235  
  国 債 等 債 券 売 却 益 （983） （235） 
  そ の 他 の 業 務 収 益 （－） （0） 
 そ の 他 経 常 収 益 0  0  
  そ の 他 の 経 常 収 益 （0） （0） 
経 常 費 用 4,348  3,297  

 資 金 調 達 費 用 2,099  2,252  
  預 金 利 息 （0） （0） 
  コ ー ル マ ネ ー 利 息 （698） （637） 
  売 現 先 利 息 （71） （11） 
  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 （156） （49） 
  借 用 金 利 息 （1,169） （1,526） 
  そ の 他 の 支 払 利 息 （2） （27） 

 役 務 取 引 等 費 用 72  55  

  そ の 他 の 役 務 費 用 （72） （55） 
 そ の 他 業 務 費 用 754  155  
  国 債 等 債 券 売 却 損 （2） （1） 
  国 債 等 債 券 償 却 （14） （－） 
  そ の 他 の 業 務 費 用 （737） （153） 
 営 業 経 費 797  822  
 そ の 他 経 常 費 用 624  11  
  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 （612） （－） 
  そ の 他 の 経 常 費 用 （12） （11） 

経 常 利 益 1,670  1,116  

特 別 利 益 －  1,260  

 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 （－） （1,256） 
 償 却 債 権 取 立 益 （－） （4） 

特 別 損 失 3  ―  

 固 定 資 産 処 分 損 （3） （－） 

税 引 前 当 期 純 利 益 1,667  2,377  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1  ▲8  

法 人 税 等 調 整 額 ▲233  ▲4  

法 人 税 等 合 計 ▲232  ▲13  

当 期 純 利 益 1,900  2,391  

 

 

 32

 



 財 務 諸 表   
 

 33

■  株主資本等変動計算書  

（単位：百万円）

科 目 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

株 主 資 本   
＜ 資 本 金 ＞   
 前 期 末 残 高 14,000 14,000 
 当 期 変 動 額   
  新 株 の 発 行 － － 
  当 期 変 動 額 合 計 － － 
 当 期 末 残 高 14,000 14,000 
＜ 資 本 剰 余 金 ＞   
 資 本 準 備 金   
  前 期 末 残 高 12,000 3,932 
  当 期 変 動 額   
   新 株 の 発 行 － － 
   準 備 金 の 額 の 減 少 ▲8,067 － 
   当 期 変 動 額 合 計 ▲8,067 － 
  当 期 末 残 高 3,932 3,932 
 そ の 他 の 資 本 剰 余 金   
  前 期 末 残 高 － － 
  当 期 変 動 額   
   準 備 金 の 額 の 減 少 8,067 － 
   剰 余 金 の 処 分 ▲8,067 － 
   当 期 変 動 額 合 計 － － 
  当 期 末 残 高 － － 
＜ 利 益 剰 余 金 ＞   
 利 益 準 備 金   
  前 期 末 残 高 465 － 
  当 期 変 動 額   
   準 備 金 の 額 の 減 少 ▲465 － 
   当 期 変 動 額 合 計 ▲465 － 
  当 期 末 残 高 － － 
 そ の 他 利 益 剰 余 金   
  繰 越 利 益 剰 余 金   
  前 期 末 残 高 ▲8,532 1,900 
  当 期 変 動 額   
   準 備 金 の 額 の 減 少 465 － 
   剰 余 金 の 処 分 8,067 － 
   当 期 純 利 益 1,900 2,391 
   当 期 変 動 額 合 計 10,432 2,391 
  当 期 末 残 高 1,900 4,291 
＜ 株 主 資 本 合 計 ＞   
 前 期 末 残 高 17,932 19,833 
 当 期 変 動 額   
  新 株 の 発 行 － － 
  当 期 純 利 益 1,900 2,391 
  当 期 変 動 額 合 計 1,900 2,391 
 当 期 末 残 高 19,833 22,224 
評 価 ・ 換 算 差 額 等   
＜ そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ＞   
 前 期 末 残 高 ▲1,386 ▲1,078 
 当 期 変 動 額   

  株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 307 ▲169 

  当 期 変 動 額 合 計 307 ▲169 
 当 期 末 残 高 ▲1,078 ▲1,248 
純 資 産 合 計   
 前 期 末 残 高 16,546 18,754 
 当 期 変 動 額   
  新 株 の 発 行 － － 
  当 期 純 利 益 1,900 2,391 

  株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 307 ▲169 

  当 期 変 動 額 合 計 2,207 2,221 

 当 期 末 残 高 18,754 20,975 
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■  キャッシュ・フロー計算書  

（単位：百万円）

 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー   

 税 引 前 当 期 純 利 益 1,667 2,377 

 減 価 償 却 費 70 94 

 貸 倒 引 当 金 の 増 減 （ ▲ ） 612 ▲1,706 

 賞 与 引 当 金 の 増 減 （ ▲ ） 2 ▲0 

 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 （ ▲ ） 6 7 

 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 （ ▲ ） ▲74 － 

 資 金 運 用 収 益 ▲4,737 ▲3,823 

 資 金 調 達 費 用 2,099 2,252 

 有 価 証 券 関 係 損 益 （ ▲ ） 2,745 4,414 

 固 定 資 産 除 却 損 益 （ ▲ ） 3 － 

 貸 出 金 等 の 純 増 （ ▲ ） 減 ▲71,413 50,284 

 預 金 の 純 増 減 （ ▲ ） 191 ▲142 

 借 用 金 の 純 増 減 （ ▲ ） 618,900 547,800 

 コ ー ル ロ ー ン 等 の 純 増 （ ▲ ） 減 7,000 － 

 債券貸借取引支払保証金等純増（▲）減 49,754 ▲270,924 

 コ ー ル マ ネ ー 等 の 純 増 減 （ ▲ ） ▲311,804 ▲137,692 

 債券貸借取引受入担保金等の純増減（▲） ▲30,266 17,918 

 信 託 勘 定 借 の 純 増 減 （ ▲ ） 3 ▲276 

 資 金 運 用 に よ る 収 入 4,698 3,832 

 資 金 調 達 に よ る 支 出 ▲2,324 ▲2,226 

 そ の 他 331 704 

 小 計 267,467 212,893 

 法 人 税 等 の 支 払 額 14 ▲1 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 267,482 212,892 

    

投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー   

 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出 ▲3,165,488 ▲2,890,307 

 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入 2,913,274 2,703,898 

 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 ▲192 ▲36 

 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲252,406 ▲186,445 

    

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー   

 株 式 の 発 行 に よ る 収 入 － － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー － － 

   

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 15,075 26,446 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 2,078 17,153 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 17,153 43,600 
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❐ 個別注記表 

■  重要な会計方針  

1. 有価証券の評価基準及び評価方法は、それぞれ次のとおりであります。  
満期保有目的債券 移動平均法による償却原価法（定額法）によって行っております。 
その他有価証券  

 
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法により行っております。 

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております。 

 
時価を把握すること

が極めて困難と認め

られるもの 

移動平均法による原価法により行なっております。 

2. 固定資産の減価償却の方法  
（1）有形固定資産（リース資産を除く）  

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を

採用しております。  
また、主な耐用年数は次のとおりであります。  
建 物 3 年～46 年 
その他 3 年～20 年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く）  
無形固定資産は、定額法により償却しております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づい

て償却しております。  

3. 引当金の計上基準  
（1）貸倒引当金  

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。「銀

行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」

（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号）に規定する正常先債権及び要注

意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における

各々の貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき引き当てることにしております。破綻

懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てることにしておりま

す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てることにしており

ます。  
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が一次査定、責任部署であ

る審査室が二次査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査して

おり、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。  
（2）賞与引当金  

賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 
（3）退職給付引当金  

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。  
（4）役員退職慰労引当金  

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要

支給額を計上しております。なお、平成 20 年 6 月 27 日開催の取締役会において役員退

職慰労金制度を廃止しております。役員退職慰労引当金は、制度廃止日に在任し、かつ、

当事業年度末に在任している役員に対する支給見込額であります。 

4. リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 4 月 1 日
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前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によ

っております。  

5. ヘッジ会計の方法  
金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、金融商品に係る会計基準等に規定する金利スワ

ップの特例処理によっております。  

6. 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税額等は、当事業年度の費用に計上しております。 
 
 

■  注記事項  

貸借対照表関係  

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 現金担保付債券貸借取引により差入れている有価証券が、国債に 27,559 百万円含まれております。 

3. 貸出金のうち、破綻先債権額は 724 百万円であります。 
 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる

事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 816 百万円であります。 
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で

破綻先債権、延滞債権及び 3 ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、1,540 百万円であります。 
 なお、3 から 5 に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. ローン・パーティシペーションで、平成 7 年 6 月 1 日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第

3 号に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計

上額は、1,054 百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産  
 有価証券 1,484,033 百万円 
 貸出金 123,115 百万円 
 取得担保 270,118 百万円 
担保資産に対応する債務  
 コールマネー 213,000 百万円 
 債券貸借取引受入担保金 27,529 百万円 
 借用金 1,472,900 百万円 
この他、信託業法第 11 条に規定する供託金として、有価証券 24 百万円を差し入れております。 
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8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、11,500 百万円であります。こ

のうち原契約期間が 1 年以内のものが 10,500 百万円、1 年超のものが 1,000 百万円であります。 
 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契

約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し

込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられておりま

す。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期

的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保

全上の措置等を講じております。 
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9. 関係会社に対する金銭債権総額    112,230 百万円 

10. 関係会社に対する金銭債務総額     65,752 百万円 

11. 有形固定資産の減価償却累計額      100 百万円 

12. 1 株当たり純資産額      52,439 円 63 銭 

13. 銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 
 剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第 4 項（資本金の額及び準備金の額）の規定に

かかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 5 分の 1 を乗じて得た額を利益準備金

として計上しております。 

 

損益計算書関係  

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 関係会社との取引による収益 
資金運用取引による収益総額     53 百万円 
役務取引等に係る収益総額                   0 百万円 

3. 関係会社との取引による費用 
資金調達取引による費用総額     80 百万円 
その他業務・その他経常取引に係る費用総額  49 百万円 

4. 関連当事者との取引に関する事項 
開示該当事項はありません。 

5. 1 株当たり当期純利益金額   5,978 円 14 銭 

 

株主資本等変動計算書関係  

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 当社の発行済株式の種類及び株式数に関する事項 
    （単位：千株） 

 
前 事 業 年 度 末 
株 式 数 

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末

株 式 数
摘 要 

発 行 済 株 式 400 - - 400  
普 通 株 式 400 - - 400  
合 計 400 - - 400  

 

金融商品関係  

1. 金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に関する取組み方針  

当社の銀行業務においては、貸出等の与信業務及び資金証券業務を行っております。資金証券業務

においては、有価証券の運用業務として国債、政府保証債、公社公団債、地方債などを中心とした安

全性・流動性の高い商品を対象とし、運用しております。また資金調達につきましては、コール取引

をはじめとする短期金融市場における調達が太宗を占めております。  
 

（2）金融商品の内容およびそのリスク  
当社が保有する金融資産は、主として入札方式による中央政府向け貸出及びシンジケート・ローン

等による事業法人向け貸出並びに ALM 金利シナリオに沿った、中短期の国債、政府保証債、公社公

団債、地方債などを中心とした安全性・流動性の高い有価証券投資であります。  
貸出金につきましては、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに、有価証券につい

ては、発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されております。  
またコールマネー、借入金等の調達は、一定の環境下で当社が市場を利用できなくなる場合等の流

動性リスクに晒されております。  
デリバティブ取引については、ヘッジを目的とした金利スワップ取引を行っておりますが、全ての
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取引は、一定の要件を備えたヘッジ会計における金利スワップの特例処理を適用しております。  
 

（3）金融商品にかかるリスク管理体制  
当社は、経営の健全性を確保するために、リスク管理体制の整備・強化を重要課題と位置付けてお

り、取締役会で「リスク管理の基本方針」を策定し、その中でリスクごとの基本方針等を定めており、

これに基づき、各種リスクの具体的な管理方法の制定および管理体制を整備し、リスク統括部がリス

クの統合的管理を行っております。  
リスク統括部では、リスク量の測定およびモニタリング、情報の収集・分析ならびにリスク状況の

経営会議等への報告等を行うことにより、適正なリスクマネージメントの実践に努めております。  
 
（信用リスクの管理）  
   当社の信用リスク管理体制は、信用リスクに関する基本的な方針を決定する取締役会に加えて、

経営会議および投融資委員会の 2 つの会議体を中心に成り立っております。また当社の信用リス

ク管理では、個別審査管理およびポートフォリオ管理の 2 つのアプローチを通じて全ての与信取

引について信用リスクを的確に把握し、リスクに見合った適正な収益の確保、損失発生の抑制を

図っております。  
 
（市場リスクの管理）  
   当社の市場リスク管理体制は、基本的な方針を決定する取締役会に加えて、経営会議および

ALM 委員会の 2 つの会議体を中心に成り立っております。また市場リスク管理においては、リス

ク量をリスクキャピタルの配賦額限度内にコントロールするとともに、損失が経営体力や損益に

与える影響を一定の範囲内にとどめるべく、損失限度管理やロスカットルールによる管理を実施

しております。  
※ 市場リスクに係る定量的情報  
  当社は、全ての市場取引を対象として市場リスク額（金利リスク、株式リスク、為替リスク）

の算定を行っておりますが、主な対象リスクは金利リスクであります。  
  金利リスク量は、片側信頼区間 99％、保有期間 1 年、観測期間 5 年で分散、共分散法により計

量化した VaR で毎日把握・管理しております。  
  平成 23 年 3 月 31 日現在、当社全体の市場リスク量は 3,640 百万円であります。なお、当社で

は、計測モデルの正確性を検証するためバックテスティングを実施しておりますが、平成 22 年

度において、当該結果が VaR を超えた状況はなく、使用する計測モデルは十分な精度により市場

リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、VaR は過去の相場変動をベースに統計的

に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、想定を超える相場変動が発生する

状況下でのリスクは捕捉できない場合があります。  
 
 
（流動性リスクの管理）  

当社の流動性リスク管理体制は、流動性リスクに関する基本的な方針を決定する取締役会に加

えて、具体的な対応につきましては、平常時および緊急時に区分し行っております。また当社の

流動性リスク管理では、流動性リスクが経営の存続および金融システム全体にとって最も基本的

かつ重要な管理対象リスクであるという認識の下、全ての経営戦略に先立って安定的な資金繰り

の達成を目的として管理を行っております。  
 

 
（4）金融商品の時価に関する補足説明  

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれており、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる条件

等によった場合には当該価額が異なることもあります。  
 

2. 金融商品の時価に関する事項 
平成 23 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表に

は含めておりません。（（注 2）参照）  
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 （単位：百万円）

 
貸 借 対 照 表

計 上 額
時 価 差 額

現 金 預 け 金 43 ,600  43 ,600  － 
債券貸借取引支払保証金 270,924 270,924 － 
有 価 証 券 1,513,823 1,515,475 1,651 
貸 出 金 212,251 － － 

貸倒引当金（※） ▲ 1,238 － － 
貸 出 金 計 211,013 211,013 － 

資 産 計 2,039,362 2,041,013 1,651 
預 金 149 149 － 
コ ー ル マ ネ ー 315,000 315,000 － 
債券貸借取引支払保証金 27,529 27,529 － 
借 用 金 1,677,400 1,677,423 23 



 個 別 注 記 表   
 

 39

 （単位：百万円）

 
貸 借 対 照 表

計 上 額
時 価 差 額

信 託 勘 定 借 59 59 － 
負 債 計 2,020,138 2,020,161 23 

※貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。  
 

注 1. 金融商品の時価の算定方法  

資 産  

（1）現金預け金および債券貸借取引支払保証金  
預け金および債券貸借取引支払保証金については、全て短期であるため時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額によっております。  
（2）有価証券  

債券等は、取引所の価格または業界団体およびブローカー等から入手した価格をもって時価と

しております。  
変動利付国債の合理的に算定された価額は、情報ベンダーである㈱QUICK から入手した価格を

適用しております。㈱QUICK の採用している理論値モデルは、フォワードレート・プライシング・

モデルであり、国債スポットレートおよびスワップション・ボラティリティを価格決定変数とし

ております。  
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載して

おります。  
（3）貸出金  

貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が

実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に基づ

いて時価を算定しております。  
破綻懸念先、実質破綻先および破綻先等債権については、担保および保証による回収可能見込

額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在

の貸倒見積高を控除した金額に近似しているため、当該価額をもって時価としております。  

負 債  

（1）預金、コールマネー、債券貸借取引受入担保金及び信託勘定借  
全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。  
（2）借用金  

借用金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行

後大きな変動はないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額

を時価としております。また固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利

金の合計額を同様の借入において想定される利率で割引いて時価算定を行っております。  
 

注 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金

融商品の時価情報の「有価証券」には含まれておりません。  

 （単位：百万円）

区 分 貸 借 対 照 表

計 上 額

非 上 場 株 式 4 

出 資 金 369 

合 計 373 
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注 3. 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額  

   （単位：百万円） 
 

1 年 以 内
1 年 超

5 年 以 内

5 年 超

1 0 年 以 内
1 0 年 超 

現 金 預 け 金 43,600 － － － 

債券貸借取引支払保証金 270,924 － － － 

有 価 証 券     
（満期保有目的の債券） 20,050 2,400 43,758 － 
（その他有価証券のうち 
満 期 が あ る も の ） 1,236,731 210,882 － － 

貸 出 金 （ ※ ） 136,084 65,715 9,727 － 

合 計 1,707,392 278,998 53,485 － 

※貸出金のうち、破綻先に対する債権等、償還予定額が見込めない 724 百万円は含めており

ません。  

注 4. 借用金およびその他有利子負債の決算日後の返済予定額  

   （単位：百万円） 
 

1 年 以 内
1 年 超

5 年 以 内

5 年 超

1 0 年 以 内
1 0 年 超 

預 金 149 － － － 

コ ー ル マ ネ ー 315,000 － － － 

売 現 先 勘 定 等 27,529 － － － 

借 用 金 1,657,900 19,500 － － 

合 計 2,000,579 19,500 － － 

 

有価証券関係  
 
貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。  

1. 満期保有目的の債券（平成 23 年 3 月 31 日現在） 
   （単位：百万円） 

 種 類
貸 借 対 照 表

計 上 額
時 価 差 額 

国 債 39,880 41,258 1,377 

社 債 7,021 7,180 158 

そ の 他 19,307 19,421 114 

時 価 が 貸 借 対 照 
表 計 上 額 を 
超 え る も の 

合 計 66,209 67,860 1,651 

＊時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。 

2. その他有価証券（平成 23 年 3 月 31 日現在） 
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 （単位：百万円） 
 

種 類
貸 借 対 照 表

計 上 額
取 得 原 価 差 額 

債 券 230,624 230,605 19 

（ 国 債 ） 190,153 190,138 14 

（ 地 方 債 ） 1,482 1,482 0 

（ 社 債 ） 38,988 38,983 4 

そ の 他 15,009 15,000 9 

貸 借 対 照 表 計 上 
額 が 取 得 原 価 を 
超 え る も の 

小 計 245,633 245,605 28 

債 券 1,216,584 1,217,004 ▲419 

（ 国 債 ） 700,409 700,452 ▲43 

（ 地 方 債 ） 195,293 195,447 ▲153 

（ 社 債 ） 320,882 321,104 ▲222 

そ の 他 405 405 - 

貸借対照表計上額が取得

原 価 を 超 え な い も の 

小 計 1,216,990 1,217,409 ▲419 

合 計 1,462,623 1,463,015 ▲391 
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＊時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 （単位：百万円）

区 分 貸 借 対 照 表

計 上 額

株 式 4 

そ の 他 369 

合 計 373 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」

には含めておりません。 

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券 
（自平成 22 年 4 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日） 

  （単位：百万円）

 売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額

債 券 2,366,523 235 1 

（ 国 債 ） 2,078,442 38 ▲0 

（ 地 方 債 ） 94,600 47 ▲0 

（ 社 債 ） 193,480 149 1 

合 計 2,366,523 235 1 
 

 

税効果会計関係  
 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。  
 

 （単位：百万円）

（繰延税金資産） 
貸倒引当金 271 
賞与引当金 11 

退職給付引当金 13 

役員退職慰労引当金 6 

固定資産減損他 51 

繰越欠損金 4,233 

その他有価証券評価差額金 508 

繰延税金資産小計 5,095 

評価性引当額 ▲4,769 

繰延税金資産合計 326 

（繰延税金負債） 
有価証券 87 
繰延税金負債合計 87 

繰延税金資産の純額 238 



 主 要 な 業 務 の 状 況 を 示 す 指 標   
 

❐ 主要な業務の状況を示す指標 

当 社 は 、 国 際 業 務 を 設 け て お り ま せ ん の で 、 国 内 業 務 部 門 の み の  

指 標 と な っ て お り ま す 。  

部門別損益の内訳  

  (単位:百万円) 

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

資 金 運 用 収 支 2,637 1,570 

役 務 取 引 等 収 支 226 299 

そ の 他 業 務 収 支 228 80 

業 務 粗 利 益 3,092 1,950 

業務粗利益率  

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

業 務 粗 利 益 率 0.23% 0.10% 

▼ 業 務 粗 利 益 率 ＝
業 務 粗 利 益 ×100

資 金 運 用 勘 定 平 均 残 高  

利益率  

指 標 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

総 資 産 経 常 利 益 率 0.12% 0.05% 

純 資 産 経 常 利 益 率 9.75% 5.83% 

総資産当期純利益率 0.13% 0.12% 

純資産当期純利益率 11.08% 12.48% 
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▼ 純 資 産 経 常 ( 当 期 純 ) 利 益 率 ＝
経 常 ( 当 期 純 ) 利 益 ×100
純 資 産 勘 定 平 均 残 高

▼ 総 資 産 経 常 ( 当 期 純 ) 利 益 率 ＝
経 常 ( 当 期 純 ） 利 益 ×100
総 資 産 平 均 残 高
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■  資金運用収支の内訳  

資金運用勘定  

 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

平 均 残 高 1,329,242 1,840,609 

利 息 4,737 3,823 

受 取 利 息 増 減 ▲ 3,403 ▲ 913 

利 回 り 0.35% 0.20% 
 

資金調達勘定  

 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

平 均 残 高 1,303,371 1,812,617 

利 息 2,099 2,252 

支 払 利 息 増 減 ▲ 3,892 153 

利 回 り 0.16% 0.12% 
 

総資金利ざや  

 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

総 資 金 利 ざ や 0.13% 0.04% 

 



 主 要 な 業 務 の 状 況 を 示 す 指 標   
 

■  預金に関する指標  

預金・譲渡性預金の平均残高  

 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

預 金 103 241 

 流 動 性 預 金 － － 

 定 期 性 預 金 103 241 

 そ の 他 の 預 金 － － 

譲 渡 性 預 金 － － 

合 計 103 241 
 

定期預金の残存期間別残高  
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(単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

3 ヶ 月 未 満 － － 
3ヶ月以上 6ヶ月未満 193 149 
6 ヶ月以上 1 年未満 49 － 
1 年以上 2 年未満 49 － 
2 年 以 上 － － 

固 定 金 利 
定 期 預 金 

小 計 291  149   
3 ヶ 月 未 満 － － 
3ヶ月以上 6ヶ月未満 － － 
6 ヶ月以上 1 年未満 － － 
1 年以上 2 年未満 － － 
2 年 以 上 － － 

変 動 金 利 
定 期 預 金 

小 計 － － 
3 ヶ 月 未 満 － － 
3ヶ月以上 6ヶ月未満 － － 
6 ヶ月以上 1 年未満 － － 
1 年以上 2 年未満 － － 
2 年 以 上 － － 

そ の 他 の 
定 期 預 金 

小 計 － － 

合 計 291 149 
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■  貸出金等に関する指標  

貸出金の科目別平均残高  

 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

手 形 貸 付 1,029 872 

証 書 貸 付 213,628 302,367 

当 座 貸 越 650 539 

割 引 手 形 － － 

合 計 215,308 303,778 
 

貸出金の担保種類別残高  

 (単位:百万円)

受 入 担 保 の 種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

有 価 証 券 218 119 

債 権 176 144 

不 動 産 2,091 1,009 

財 団 674 500 

そ の 他 56 7 

保 証 19,206 24,628 

信 用 240,111 185,841 

合 計 262,535 212,251 
 

貸出金の使途別残高  

 (単位:百万円)

区 分 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

設 備 資 金 8,047 8,827 

運 転 資 金 254,488 203,423 

合 計 262,535 212,251 

 



 主 要 な 業 務 の 状 況 を 示 す 指 標   
 

貸出金の残存期間別残高  

  (単位:百万円)

期 間 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

1 年 以 下 194,366 136,084 

1 年 超 3 年 以 下 37,273 49,038 

3 年 超 5 年 以 下 24,634 16,677 

5 年 超 7 年 以 下 4,588 9,727 

7 年 超 － － 

期 間 の 定 め の な い も の 1,672 724 

合 計 262,535 212,251 
う ち 固 定 金 利   
1 年 以 下 － － 

1 年 超 3 年 以 下 6,000 10,285 

3 年 超 5 年 以 下 2,800 2,085 

5 年 超 7 年 以 下 － 214 

7 年 超 － － 

期 間 の 定 め の な い も の － － 
う ち 変 動 金 利   
1 年 以 下 － － 

1 年 超 3 年 以 下 31,273 38,752 

3 年 超 5 年 以 下 21,834 14,591 

5 年 超 7 年 以 下 4,588 9,512 

7 年 超 － － 

期 間 の 定 め の な い も の 1,672 724 

 残 存 期 間 1 年 以 下 の 貸 出 金 に つ い て は 、 固 定 金 利 、 変 動 金 利 の  

区 別 を し て お り ま せ ん 。  

 

中小企業に対する貸出金の残高および総額に占める割合  

 (単位:百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

中小企業等貸出金残高(A) 20,706 16,226 

貸 出 金 総 額 ( B ) 262,535 212,251 

比 率 ( A ) / ( B ) 7.88% 7.64% 
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貸出金の業種別残高および総額に占める割合  

 (単位:百万円) 

平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 
業 種 

貸 出金 残高 構 成 比 % 貸 出金 残高 構 成 比 % 

製 造 業 33,241 (12.66) 33,290 (15.68) 

漁 業 166 (0.06) － (－) 

鉱 業 576 (0.21) 480 (0.23) 

建 設 業 3,419 (1.30) 2,319 (1.09) 

電 気 ・ ガ ス ・ 
熱 供 給 ・ 水 道 業 1,996 (0.76) 1,999 (0.94) 

情 報 通 信 業 2,608 (0.99) 2,633 (1.24) 

運 輸 業 11,773 (4.48) 11,180 (5.27) 

卸 売 業 4,414 (1.68) 5,616 (2.65) 

小 売 業 1,595 (0.60) 119 (0.06) 

金 融 ・ 保 険 業 13,061 (4.97) 13,627 (6.42) 

不 動 産 業 4,641 (1.76) 7,781 (3.67) 

物 品 賃 貸 業 350 (0.13) 2,950 (1.39) 

サ ー ビ ス 業 526 (0.20) 138 (0.06) 

中 央 政 府 
（政府保証含む） 184,164 (70.14) 130,115 (61.30) 

合 計 262,535 (100.00) 212,251 (100.00) 

特定海外債権残高の 5%以上を占める国別の残高  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

預貸率  

預 貸 率 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

期 末 値 89,946.52% 142,093.14% 

期 中 平 均 値 208,724.69% 126,021.56% 

預証率  

預 証 率 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

期 末 値 459,608.43% 1,013,688.69% 

期 中 平 均 値 1,044,174.63% 517,887.31% 
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■  リスク管理債権残高  

 (単位:百万円)

貸 出 金 の 種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

破 綻 先 債 権 額 1,463 724 

延 滞 債 権 額 209 ― 

3 ヶ月以上延滞債権額 － － 

貸出条件緩和債権額 1,382 816 

合 計 3,055 1,540 
 

■  金融再生法に基づく資産査定額  

 (単位:億円)

債 権 の 区 分 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

破 産 更 生 債 権 及 び 
これらに準ずる債権 17 7 

危 険 債 権 13 8 

要 管 理 債 権 1 ― 

正 常 債 権 2,597 2,108 

合 計 2,627 2,124 

 単 位 未 満 は 四 捨 五 入 し て お り ま す 。  

 

■  貸倒引当金残高および期中増減額  

 (単位:百万円)

貸 倒 引 当 金 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

一 般 貸 倒 引 当 金 464 226 

（ 前 期 末 比 増 減 ） (179) (▲237) 

個 別 貸 倒 引 当 金 2,480 1,011 

（ 前 期 末 比 増 減 ） (432) (▲1,468) 

合 計 2,944 1,238 
 

■  貸出金償却額  

 該 当 あ り ま せ ん 。  
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■  有価証券に関する指標  

有価証券の種類別残高  

 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 末 平成 23 年 3 末 

国 債 897,766 930,443 

地 方 債 105,029 196,775 

社 債 313,267 366,891 

株 式 4 4 

外 国 証 券 25,063 19,712 

その他の有価証券 373 369 

合 計 1,341,505 1,514,197 

有価証券の種類別平均残高  

 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 

国 債 723,521 760,259 

地 方 債 76,428 156,929 

社 債 251,754 308,646 

株 式 4 4 

外 国 証 券 25,168 22,169 

その他の有価証券 232 373 

合 計 1,077,109 1,248,382 

商品有価証券  

 当 社 は 期 中 に お い て 商 品 有 価 証 券 を 保 有 し て お り ま せ ん 。  
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有価証券の種類別残存期間別残高  

 50

   (単位:百万円) 

種 類 残 存 期 間 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

1 年 以 下 847,870 830,509 

1 年 超 3 年 以 下 10,026 60,053 

3 年 超 5 年 以 下 － － 

5 年 超 7 年 以 下 － － 

7 年 超 1 0 年 以 下 36,907 39,880 

1 0 年 超 2,961 － 

期間の定めの無いもの － － 

国 債 

小 計 897,766 930,443 

1 年 以 下 81,346 129,417 

1 年 超 3 年 以 下 23,683 67,358 

3 年 超 5 年 以 下 － － 

5 年 超 7 年 以 下 － － 

7 年 超 1 0 年 以 下 － － 

1 0 年 超 － － 

期間の定めの無いもの － － 

地 方 債 

小 計 105,029 196,775 

1 年 以 下 237,129 279,504 

1 年 超 3 年 以 下 74,227 85,465 

3 年 超 5 年 以 下 － － 

5 年 超 7 年 以 下 － － 

7 年 超 1 0 年 以 下 1,910 1,921 

1 0 年 超 － － 

期間の定めの無いもの － － 

社 債 

小 計 313,267 366,891 

1 年 以 下 － － 

1 年 超 3 年 以 下 － － 

3 年 超 5 年 以 下 － － 

5 年 超 7 年 以 下 － － 

7 年 超 1 0 年 以 下 － － 

1 0 年 超 － － 

期間の定めの無いもの 4 4 

株 式 

小 計 4 4 

1 年 以 下 3,367 17,756 

1 年 超 3 年 以 下 17,015 － 

3 年 超 5 年 以 下 405 － 

5 年 超 7 年 以 下 1,948 1,956 

7 年 超 1 0 年 以 下 2,326 － 

1 0 年 超 － － 

期間の定めの無いもの － － 

外国証券 

小 計 25,064 19,712 

1 年 以 下 － － 

1 年 超 3 年 以 下 － － 

3 年 超 5 年 以 下 － － 

5 年 超 7 年 以 下 － － 

7 年 超 1 0 年 以 下 － － 

1 0 年 超 － － 

期間の定めの無いもの 373 369 

その他の 
有価証券 

小 計 373 369 

合 計 1,341,505 1,514,197 
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■  有価証券の時価情報  

売買目的有価証券  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

 

満期保有目的の債券で時価のあるもの  

   (単位:百万円) 
種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

貸 借 対 照 表 計 上 額 39,869 39,880 
時 価 41,062 41,258 
差 額 1,192 1,377 
う ち 益 1,192 1,377 

国 債 

う ち 損 － － 
貸 借 対 照 表 計 上 額 7,010 7,021 
時 価 7,200 7,180 
差 額 189 158 
う ち 益 189 158 

社 債 

う ち 損 － － 
貸 借 対 照 表 計 上 額 22,331 19,307 
時 価 22,633 19,421 
差 額 301 114 
う ち 益 301 114 

外国証券 

う ち 損 － － 
貸 借 対 照 表 計 上 額 69,212 66,209 
時 価 70,896 67,860 
差 額 1,684 1,651 
う ち 益 1,684 1,651 

合 計 

う ち 損 － － 
 

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券  

そ の 他 有 価 証 券 (単位:百万円)

種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

非 上 場 株 式 4 4 

出 資 証 券 373 369 

合 計 377 373 

 当 項 目 に つ き ま し て は 、注 記 事 項 に ご ざ い ま す 有 価 証 券 関 係 を ご 参

照 下 さ い 。  
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その他有価証券で時価のあるもの  

  (単位：百万円)
種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

取 得 原 価 － － 
貸借対照表計上額 － － 
評 価 差 額 － － 
評 価 差 額 益 － － 

株 式 

評 価 差 額 損 － － 
取 得 原 価 857,910 890,591 
貸借対照表計上額 857,896 890,562 
評 価 差 額 ▲ 13 ▲ 29 
評 価 差 額 益 42 14 

国 債 

評 価 差 額 損 ▲ 56 ▲ 43 
取 得 原 価 104,947 196,929 
貸借対照表計上額 105,029 196,775 
評 価 差 額 82 ▲153 
評 価 差 額 益 96 0 

地 方

債 

評 価 差 額 損 ▲ 14 ▲ 153 
取 得 原 価 306,056 360,088 
貸借対照表計上額 306,256 359,870 
評 価 差 額 200 ▲217 
評 価 差 額 益 291 4 

債 

券 

社 債 

評 価 差 額 損 ▲ 91 ▲ 222 
取 得 原 価 2,732 405 
貸借対照表計上額 2,732 405 
評 価 差 額 － － 
評 価 差 額 益 － － 

外 国 証 券 

評 価 差 額 損 － － 
取 得 原 価 15,882 15,000 
貸借対照表計上額 15,882 15,009 
評 価 差 額 ▲0 9 
評 価 差 額 益 6 9 

そ の 他 

評 価 差 額 損 ▲ 6 － 

取 得 原 価 1,287,529 1,463,015 
貸借対照表計上額 1,287,798 1,462,623 
評 価 差 額 268 ▲391 
評 価 差 額 益 436 28 

合 計 

評 価 差 額 損  ▲ 168  ▲ 419 

 貸 借 対 照 表 の「 有 価 証 券 」の ほ か 、「 現 金 預 け 金 」中 の 譲 渡 性 預 け

金 が 含 ま れ て お り ま す 。  

金銭の信託の保有目的別内訳  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

■  デリバティブ取引関係  

デリバティブ取引  

 52

 当 社 は ヘ ッ ジ を 目 的 と し た 金 利 ス ワ ッ プ 取 引 を 行 っ て お り ま す が 、

す べ て の 取 引 は ヘ ッ ジ 会 計 に お け る 金 利 ス ワ ッ プ の 特 例 処 理 を 適

用 し て い る た め 、 当 項 目 に 記 載 す る 事 項 は ご ざ い ま せ ん 。  
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❐ 信託業務に関する主要な指標 

■  信託財産残高表  

 (単位:百万円)

 平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 

（ 資 産 の 部 ）   
有 価 証 券 209,869 298,483 
 （ 国 債 ） (199,673) (284,689) 
 （ 外 国 証 券 ） (455) (4,007) 
 （その他有価証券） (9,741) (9,787) 
受 託 有 価 証 券 7,697 6,261 
金 銭 債 権 500 500 
そ の 他 債 権 50 19 
コ ー ル ロ ー ン 299,107 253,923 
銀 行 勘 定 貸 335 59 
現 金 預 け 金 52,860 91,550 

合 計 570,420 650,796 

（ 負 債 の 部 ）   
特 定 金 銭 信 託 103,548 131,773 
金銭信託以外の金銭の信託 458,672 512,260 
有 価 証 券 の 信 託 7,699 6,262 
金 銭 債 権 の 信 託 500 500 

合 計 570,420 650,796 

 当 社 は 、元 本 補 て ん 契 約 の あ る 信 託 、年 金 信 託 、財 産 形 成 給 付 信 託

お よ び 貸 付 信 託 の 取 扱 残 高 は ご ざ い ま せ ん 。  

 次 頁 に て 、 金 銭 信 託 の 受 託 状 況 を 表 示 し て お り ま す 。  



 信 託 業 務 に 関 す る 主 要 な 指 標   
 

■  金銭信託の受託状況  

信託期間別の元本残高  

 (単位：百万円)

期 間 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

1 年 未 満 － － 

1 年以上 2 年未満 － － 

2 年以上 5 年未満 － － 

5 年 以 上 309 30 

そ の 他 の も の 102,732 127,732 

合 計 103,042 127,763 

貸出金および有価証券による運用状況  

 (単位：百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

貸 出 金 － － 

有 価 証 券 1,957 10,532 

合 計 1,957 10,532 

有価証券の種類別残高  

 54

 (単位：百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

国 債 1,502 6,525 

外 国 証 券 455 4,007 

合 計 1,957 10,532 
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❐ 自己資本の充実の状況 

■  自己資本の構成に関する事項  

 (単位：百万円)

  平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

基 本 的 項 目 （ T i e r Ⅰ ）   

 資 本 金 14,000 14,000 

 資 本 準 備 金 3,932 3,932 

 利 益 準 備 金 － － 

 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,900 4,291 

 そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 － - 

基 本 的 項 目 計 ① 19,833 22,224 

   

補 完 的 項 目 （ T i e r Ⅱ ）   

 一 般 貸 倒 引 当 金 464 226 

補 完 的 項 目 計 ② 464 226 

   

自 己 資 本 総 額 ③ ( ① + ② ) 20,297 22,451 

   

控 除 項 目   

 他 の 金 融 機 関 の 資 本 調 達 手 段 の 
意 図 的 な 保 有 相 当 額 1 1 

 自 己 資 本 控 除 と さ れ る 
証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 372 368 

控 除 項 目 計 ④ 373 369 

   

自 己 資 本 額 ⑤ ( ③ - ④ ) 19,923 22,081 

   

リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等   

 資 産 ( ｵ ﾝ ･ ﾊ ﾞ ﾗ ﾝ ｽ ) 項 目 95,742 89,057 

 ｵ ﾌ ･ ﾊ ﾞ ﾗ ﾝ ｽ 取 引 項 目 690 681 

 ｵ ﾍ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾅ ﾙ ･ ﾘ ｽ ｸ 相 当 額 
を 8 % で 除 し て 得 た 額 3,743 3,677 

ﾘ ｽ ｸ ･ ｱ ｾ ｯ ﾄ 等 計 ⑥ 100,176 93,415 

   

自己資本比率(国内基準)(＝⑤/⑥×100) 19.88% 23.63% 
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■  自己資本の充実度に関する事項  

信用リスクに対する所要自己資本の額  

■ 標 準 的 手 法 (単位:百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

貸 出 金 1,917 1,935 

有 価 証 券 1,743 1,584 

そ の 他 196 69 

合 計 3,857 3,589 
 

証券化エクスポージャーに対する所要自己資本の額  

 (単位:百万円)

平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 

106 ― 
 

オペレーショナルリスクに対する所要自己資本の額  

■ 基 礎 的 手 法 (単位:百万円)

平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 

149 147 
 

単体自己資本比率および単体基本的項目比率  

 平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 

単 体 自 己 資 本 比 率 19.88% 23.63% 

単体基本的項目比率 19.79% 23.79% 
 

単体総所要自己資本額  
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 (単位:百万円)

平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

4,007 3,736 
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■  信用リスクに関する事項  

信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高  

 地 域 別 、 業 種 別 、 残 存 期 間 別 （ 証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ を 除 く ）  

      (単位：百万円)

平 成 2 2 年 3 月 末 合 計 貸 出 金 有 価 証 券 コミットメント等 そ の 他 

製 造 業 44,623 32,757 11,865 － － 
漁 業 167 167 － － － 
鉱 業 576 576 － － － 
建 設 業 2,692 2,692 － － － 
電 気 ・ ガ ス ・ 
熱 供 給 ・ 水 道 業 19,685 2,002 17,682 － － 

情 報 通 信 業 8,656 2,610 5,546 500 － 
運 輸 業 17,581 12,314 5,266 － － 
卸 売 業 5,220 4,417 803 － － 
小 売 業 2,410 1,595 815 － － 
金 融 ・ 保 険 業 66,385 12,824 35,494 2,010 16,057 
不 動 産 業 3,859 3,815 － － 43 
物 品 賃 貸 業 351 351 － － － 
教育・学習支援業 1,607 － 1,607 － － 
医 療 ・ 福 祉 602 － 602 － － 
サ ー ビ ス 業 4,228 299 3,929 － － 
中 央 政 府 等 1,440,737 184,246 1,255,372 － 1,118 
そ の 他 1,041 － 377 33 630 

地
域
別
・
業
種
別 

国 内 合 計 1,620,428 260,669 1,339,365 2,543 17,850 

1 年 以 内 1,379,358 193,856 1,170,410 62 15,027 
1 年超～3 年以内 164,403 37,205 124,848 2,348 － 
3 年超～5 年以内 24,743 24,611 － 132 － 
5 年 超 48,317 4,588 43,728 － － 
期 限 な し 3,606 406 377 － 2,822 

残
存
期
間
別 

合 計 1,620,428 260,669 1,339,365 2,543 17,850 
       
      (単位：百万円)

平 成 2 3 年 3 月 末 合 計 貸 出 金 有 価 証 券 コミットメント等 そ の 他 

製 造 業 33,326 33,326 － － － 
漁 業 － － － － － 
鉱 業 480 480 － － － 
建 設 業 2,000 2,000 － － － 
電 気 ・ ガ ス ・ 
熱 供 給 ・ 水 道 業 30,799 2,004 28,795 － － 

情 報 通 信 業 9,407 2,636 6,266 500 4 
運 輸 業 20,678 11,192 9,485 － － 
卸 売 業 5,618 5,618 － － － 
小 売 業 119 119 － － － 
金 融 ・ 保 険 業 168,691 13,512 58,511 23,797 72,869 
不 動 産 業 7,341 7,297 － － 43 
物 品 賃 貸 業 2,950 2,950 － － － 
教育・学習支援業 6,031 － 6,031 － － 
医 療 ・ 福 祉 － － － － － 
サ ー ビ ス 業 1,596 81 1,515 － － 
中 央 政 府 等 1,577,047 130,153 1,419,036 － 27,858 
そ の 他 986 － 373 29 583 

国 内 合 計 1,867,076 211,373 1,530,015 24,327 101,360 

1 年 以 内 1,503,888 135,803 1,273,010 22,693 72,381 
1 年超～3 年以内 263,447 48,990 212,873 1,583 2 
3 年超～5 年以内 16,713 16,667 － 45 1 
5 年 超 53,490 9,727 43,758 5 － 
期 限 な し 29,536 183 377 － 28,974 

残
存
期
間
別 

合 計 1,867,076 211,373 1,530,015 24,327 101,360 
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三ヶ月以上延滞エクスポージャーまたはデフォルトしたエクスポ

ージャー等の期末残高  

■地域別、業種別 (単位:百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

建 設 業 265 138 

金 融 ・ 保 険 業 271 183 

不 動 産 業 350 176 

サ ー ビ ス 業 37 31 

業 種 別 合 計 924 529 

国 内 合 計 924 529 

貸倒引当金の期末残高および期中増減額  

 当 項 目 に つ き ま し て は 、「 貸 倒 引 当 金 残 高 お よ び 期 中 増 減 額 」を ご

参 照 下 さ い 。  

個別貸倒引当金の地域別、業種別の内訳  

■地域別、業種別   (単位:百万円) 

平 成 2 2 年 3 月 末 期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高 

建 設 業 811 ▲80 731 

金 融 ・ 保 険 業 10 265 275 
不 動 産 業 630 198 828 
サ ー ビ ス 業 163 63 227 
そ の 他 432 ▲14 417 
業 種 別 合 計 2,048 432 2,480 

国 内 合 計 2,048 432 2,480 
    

   (単位:百万円) 

平 成 2 3 年 3 月 末 期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高 

建 設 業 731 ▲408 322 
金 融 ・ 保 険 業 275 ▲140 135 
不 動 産 業 828 ▲331 497 
サ ー ビ ス 業 227 ▲170 57 
そ の 他 417 ▲417 － 
業 種 別 合 計 2,480 ▲1,468 1,011 

国 内 合 計 2,480 ▲1,468 1,011 

貸出金償却額  
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 該 当 あ り ま せ ん 。  
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標準的手法が適用されるエクスポージャーの状況  

 リ ス ク ・ ウ ェ イ ト の 区 分 別 信 用 リ ス ク 削 減 効 果 勘 案 後 の 残 高  

（ 証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー を 除 く ）  

 (単位:百万円) 

平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 リ ス ク ・ 
ウ ェ イ ト 

格 付 あ り 格 付 な し 格 付 あ り 格 付 な し 

0% － 1,433,766 － 1,670,074 

10% 2,000 14,364 － 23,434 

20% 35,732 32,704 46,016 30,974 

50% 46,390 415 47,512 162 

70％ － － － 10 

75% 2,000 － 2,000 － 

100% 21,616 26,693 20,981 24,796 

120% 1,870 2,500 734 － 

150% － － － 7 

資 本 控 除 － 373 － 369 

 

 

■  信用リスク削減手法に関する事項  

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額   

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

適格金融資産担保 1,347 － 

 

保証等が適用されたエクスポージャーの額  

 (単位:百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

保 証 17,042 24,133 
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■  派生商品取引等の取引相手のリスクに関する事項  

与信相当額の算出方法  

 カ レ ン ト ・ エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 方 式  

グロス再構築コスト合計額  

 (単位:百万円)

平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 

893 760 

担保に関する事項  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

クレジット・デリバティブに関する事項  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

■  証券化エクスポージャーに関する事項  

原資産の種類別内訳  

 (単位:百万円)

原 資 産 の 種 類 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

有 価 証 券 他 3,203 － 

合 計 3,203 － 

リスク・ウェイト区分別の残高および所要自己資本の額  
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(単位:百万円) 

平 成 2 2 年 3 月 末 平 成 2 3 年 3 月 末 
リスク・ウェイト 

残 高 所要自己資本額 残 高 所要自己資本額 

20% 678 5 － － 

50% － － － － 

100% 2,525 101 － － 

合 計 3,203 106 － － 
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自己資本比率告示第 247 条の規定により自己資本から控除した  
証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

自己資本比率告示附則第 15 条の適用により算出される  
信用リスク・アセットの額  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

■  銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに  
 関する事項  

貸借対照表計上額  

 (単位:百万円)

 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

上場株式等エクスポージャー － － 

上 記 以 外 の 株 式 等 
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 377 373 

株式等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

貸借対照表で認識し、損益計算書で認識されない評価損益の額  

 該 当 あ り ま せ ん 。  

貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額  

 該 当 あ り ま せ ん 。  



 自 己 資 本 の 充 実 の 状 況   
 

 62

■  銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用  
した金利ショックに対する損益または経済的価値の増減額  

 標 準 的 金 利 シ ョ ッ ク に よ る 試 算  

・ 保 有 期 間 :  1 年  

・ 観 測 期 間 :  5 年  

・ 金 利 シ ョ ッ ク 幅 :  99 パ ー セ ン タ イ ル 値  

 (単位:百万円)

経 済 価 値 変 化 平成 22 年 3 月末 平成 23 年 3 月末 

金 利 上 昇 時 ▲3,634 ▲4,045 

金 利 下 降 時 1,328 1,623 
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	4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は816百万円であります。　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。
	5. 破綻先債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、1,540百万円であります。　なお、3から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
	6. ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、1,054百万円であります。
	7. 担保に供している資産は次のとおりであります。
	8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、11,500百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のものが10,500百万円、1年超のものが1,000百万円であります。　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
	9. 関係会社に対する金銭債権総額 　　　112,230百万円
	10. 関係会社に対する金銭債務総額 　　　 65,752百万円
	11. 有形固定資産の減価償却累計額 　　　　　100百万円
	12. 1株当たり純資産額   　　 52,439円63銭
	13. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。　剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
	1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
	2. 関係会社との取引による収益資金運用取引による収益総額  　  53百万円役務取引等に係る収益総額                   0百万円
	3. 関係会社との取引による費用資金調達取引による費用総額  　　 80百万円その他業務・その他経常取引に係る費用総額　 49百万円
	4. 関連当事者との取引に関する事項開示該当事項はありません。
	5. 1株当たり当期純利益金額   5,978円14銭
	1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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